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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単量体混合物の重合体からなる多孔質樹脂粒子であって、
　前記単量体混合物は、単量体として、少なくとも、単官能（メタ）アクリル酸エステル
と架橋性単量体とを含み、
　前記単官能（メタ）アクリル酸エステルが、メタクリル酸メチル及びメタクリル酸エチ
ルの少なくとも一方であり、
　前記架橋性単量体が、（メタ）アクリル系架橋性単量体であり、
　前記単量体混合物における前記単官能（メタ）アクリル酸エステルの含有率が、４０～
５０重量％であり、
　前記単量体混合物における前記架橋性単量体の含有率が、５０～６０重量％であり、
　当該多孔質樹脂粒子の比表面積が１９０～３００ｍ2／ｇで、嵩比重が０．２５～０．
４５ｇ／ｍｌであることを特徴とする多孔質樹脂粒子。
【請求項２】
　単量体混合物の重合体からなる多孔質樹脂粒子であって、
　前記単量体混合物は、単量体として、少なくとも、単官能（メタ）アクリル酸エステル
と架橋性単量体とを含み、
　前記単官能（メタ）アクリル酸エステルが、メタクリル酸メチル及びメタクリル酸エチ
ルの少なくとも一方であり、
　前記架橋性単量体が、（メタ）アクリル系架橋性単量体であり、
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　前記単量体混合物における前記単官能（メタ）アクリル酸エステルの含有率が、４０～
５０重量％であり、
　前記単量体混合物における前記架橋性単量体の含有率が、５０～６０重量％であり、
　比表面積が１９０～３００ｍ2／ｇであり、
　当該多孔質樹脂粒子に対して－４５°の入射角で入射し、＋４５°の方向へ正反射した
光の反射光強度１００とした場合に、当該多孔質樹脂粒子に対して－４５°の入射角で入
射し、０°の方向へ反射した光の反射光強度が４５以上である光学特性を有することを特
徴とする多孔質樹脂粒子。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の多孔質樹脂粒子であって、
　吸油量が２００～７００ｍｌ／１００ｇであることを特徴とする多孔質樹脂粒子。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１つに記載の多孔質樹脂粒子であって、
　細孔容積が０．４～０．９ｍｌ／ｇであることを特徴とする多孔質樹脂粒子。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つに記載の多孔質樹脂粒子であって、
　１０％圧縮変位時の圧縮強度が３．０～７．０ＭＰａであることを特徴とする多孔質樹
脂粒子。
【請求項６】
　多孔質樹脂粒子の製造方法であって、
　単官能（メタ）アクリル酸エステル４０～５０重量％と架橋性単量体５０～６０重量％
とを含み、前記単官能（メタ）アクリル酸エステルがメタクリル酸メチル及びメタクリル
酸エチルの少なくとも一方であり、前記架橋性単量体が（メタ）アクリル系架橋性単量体
である単量体混合物を、有機溶剤の存在下、水性媒体中で懸濁重合させて、多孔質樹脂粒
子を含有する懸濁液を得る重合工程と、
　前記重合工程の後、前記懸濁液を蒸留して、前記懸濁液から前記有機溶剤を除去する蒸
留工程とを有しており、
　前記重合工程において、前記有機溶剤を、前記単量体混合物１００重量部に対して１８
０超～４５０重量部使用することを特徴とする多孔質樹脂粒子の製造方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の多孔質樹脂粒子の製造方法であって、
　前記有機溶剤として、沸点が６９～９０℃の有機溶剤を用いることを特徴とする多孔質
樹脂粒子の製造方法。
【請求項８】
　請求項１～５のいずれか１つに記載の多孔質樹脂粒子を含むことを特徴とする外用剤。
【請求項９】
　請求項１～５のいずれか１つに記載の多孔質樹脂粒子を含むことを特徴とするコーティ
ング剤。
【請求項１０】
　請求項９に記載のコーティング剤を塗膜としたことを特徴とする光学フィルム。
【請求項１１】
　請求項１～５のいずれか１つに記載の多孔質樹脂粒子と、基材樹脂とを含むことを特徴
とする樹脂組成物。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の樹脂組成物の成形体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多孔質樹脂粒子、この多孔質樹脂粒子の製造方法、および、その用途（外用
剤、コーティング剤、光学フィルム、樹脂組成物、および成形体）に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、ファンデーション、おしろい類、頬紅、アイシャドー等のメイクアップ化粧料、
ボディパウダー、ベビーパウダー等のボディー用外用剤、プレシェーブローション、ボデ
ィローション等のローション剤には、肌上での伸びや、感触を向上させるとともに、毛穴
、シミ、シワ等を目立たなくさせるソフトフォーカス性を付与することを目的として、球
状粒子が配合される。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、シリカ粉末と、カルボキシビニルポリマーと、油剤とが配合
された化粧料が開示されている。この特許文献１に開示の化粧料に含まれるシリカ粉末は
、球状で、光を乱反射（拡散）させ易いものであり、このシリカ粉末の配合により、化粧
料にソフトフォーカス性が付与される。加えて、特許文献１に開示の化粧料のシリカ粉末
は、吸油性を有するものであることから、化粧料において、皮膚から分泌される皮脂を吸
収し、皮脂と化粧料に含まれる油分、活性剤等とが混じることにより生じる化粧崩れを抑
制する役割を果たす。
【０００４】
　また、特許文献２には、粒子径が１～４０μｍでかつ平均粒子径が２～２０μｍである
球状多孔性粉体を配合した化粧料が開示されている。この特許文献２に開示の化粧料に配
合された球状多孔性粉体も吸油性を有しており、化粧料、特に、メイクアップ化粧料にお
いて、化粧崩れを抑制する役割を果たす。
【０００５】
　また、特許文献３には、内部及び表面に空孔を有し、平均粒子径が３～２０μｍ、比表
面積が８０～１８０ｍ2／ｇ、再多空孔径が１８０Åである球状ポリ（メタ）アクリレー
ト粒子を含有する粉末固形化粧料が開示されている。この特許文献２に開示の球状ポリ（
メタ）アクリレート粒子も、吸油性を有しており、特許文献３に開示の球状多孔性粉体と
同様に、化粧料において、化粧崩れを抑制する役割を果たす。また、球状ポリ（メタ）ア
クリレート粒子は、光を乱反射させ易いものであり、球状ポリ（メタ）アクリレート粒子
の配合により、化粧料にソフトフォーカス性が付与される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－５９４３６号公報
【特許文献２】特開昭５７－９８２０５号公報
【特許文献３】国際公開第２０１０／１１４１２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に開示の化粧料に含まれるシリカ粉末は、化粧崩れを長時間
抑制することができる十分な吸油性を有していなかった。すなわち、シリカ粉末は、皮脂
を吸収できるものではあるが、その吸油量は２０～５０ｍｌ／１００ｇと少なく、長時間
継続して皮脂を吸収することができるものではなかった。このため、シリカ粉末を化粧料
に配合しても、長時間化粧崩れを抑制することはできず、化粧もちを向上させることはで
きなかった。
【０００８】
　特許文献２に開示の化粧料に含まれる球状多孔性粉体は、前記シリカ粉末と比べて高い
吸油性を有するが、この球状多孔性粉体の吸油量（７４．６～７８．３ｍｌ／１００ｇ）
も、長時間の化粧崩れの抑制には十分ではなかった。また、特許文献２に開示の球状多孔
性粉体は、粒子表面の光散乱（光拡散）が小さいものであり、化粧料に優れたソフトフォ
ーカス性を付与できるものではなかった。
【０００９】
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　また、特許文献３に開示の化粧料に含まれる球状ポリ（メタ）アクリレート粒子は、化
粧料に優れたソフトフォーカス性を付与できるものであり、且つ、上記シリカ粉末及び上
記球状多孔性粉体と比べて、吸油性に優れ、長時間継続して皮脂を吸収することができる
ものである。このため、特許文献３に開示の化粧料は、特許文献１及び２に開示の化粧料
と比べて、化粧もちがよい。しかしながら、近年では、化粧料において、さらに、化粧も
ちを向上させることが求められており、化粧料にソフトフォーカス性を付与する目的で配
合される球状粒子において、さらに吸油性を向上させることが望まれている。
【００１０】
　さらに、上記した球状粒子には、化粧料等の外用剤のみならず、塗料等のコーティング
剤；防眩フィルム、光拡散フィルム等の光学フィルム；照明カバー、光拡散シート、光拡
散板等の光拡散部材に光拡散性を付与する添加剤としての用途展開も期待されている。
【００１１】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、光拡散性と吸油性に優れる多
孔質樹脂粒子、この多孔質樹脂粒子の製造方法、及び、その用途を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の多孔質樹脂粒子は、単量体混合物の重合体からなる多孔質樹脂粒子であって、
前記単量体混合物は、単量体として、少なくとも、単官能（メタ）アクリル酸エステルと
架橋性単量体とを含み、前記単量体混合物における前記単官能（メタ）アクリル酸エステ
ルの含有率が、１～５０重量％であり、前記単量体混合物における前記架橋性単量体の含
有率が、５０～９９重量％であり、当該多孔質樹脂粒子の比表面積が１９０～３００ｍ2

／ｇで、嵩比重が０．２５～０．４５ｇ／ｍｌであることを特徴とする。
【００１３】
　この本発明の多孔質樹脂粒子は、比表面積が１９０～３００ｍ2／ｇと高く、多数の孔
を有しているため、光拡散性と吸油性の両方に優れる。つまり、本発明の多孔質樹脂粒子
は、光拡散性に優れるため、化粧料等の外用剤に配合されることで、その外用剤に、毛穴
、シワ、及びシミ等を目立ち難くするソフトフォーカス性を付与することができる。また
、本発明の多孔質樹脂粒子は、吸油性を有するため、外用剤に配合されることで、その外
用剤が塗布された肌から分泌される皮脂を吸収して、肌の状態をさらさらに整えることが
できる上、吸油量が多く、長時間継続して皮脂を吸収することができるため、化粧料に配
合されることで、テカリを抑制し、化粧もちを向上させることができる。加えて、この多
孔質樹脂粒子は、嵩比重が０．２５～０．４５ｇ／ｍｌと小さいものであることから、化
粧料等の外用剤に配合されることで、その外用剤の肌上での伸び（すなわち、伸展性）を
向上させることができる。また、本発明の多孔質樹脂粒子は、上記した通り、光拡散性に
優れるため、コーティング剤、光学フィルム、又は光拡散部材に配合されることで、その
コーティング剤、光学フィルム、又は光拡散部材に、光拡散性を付与することができる。
なお、本明細書に記載の光拡散性との用語には、反射光の拡散性、及び、透過光の拡散性
の両方が含まれるものとする。
【００１４】
　あるいは、本発明の多孔質樹脂粒子は、比表面積が１９０～３００ｍ2／ｇであり、当
該多孔質樹脂粒子に対して－４５°の入射角で入射し、＋４５°の方向へ正反射した光の
反射光強度１００とした場合に、当該多孔質樹脂粒子に対して－４５°の入射角で入射し
、０°の方向へ反射した光の反射光強度が４５以上である光学特性を有することを特徴と
する。
【００１５】
　この本発明の多孔質樹脂粒子も、比表面積が１９０～３００ｍ2／ｇと高く、多数の孔
を有しているため、光拡散性と吸油性の両方に優れる。つまり、本発明の多孔質樹脂粒子
は、光拡散性に優れるため、化粧料等の外用剤に配合されることで、その外用剤に、毛穴
、シワ、及びシミ等を目立ち難くするソフトフォーカス性を付与することができる。また
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、本発明の多孔質樹脂粒子は、吸油性を有するため、外用剤に配合されることで、その外
用剤が塗布された肌から分泌される皮脂を吸収して、肌の状態をさらさらに整えることが
できる上、吸油量が多く、長時間継続して皮脂を吸収することができるため、化粧料に配
合されることで、テカリを抑制し、化粧もちを向上させることができる。また、本発明の
多孔質樹脂粒子は、上記した通り、光拡散性に優れるため、コーティング剤、光学フィル
ム、又は光拡散部材に配合されることで、そのコーティング剤、光学フィルム、又は光拡
散部材に、光拡散性を付与することができる。
【００１６】
　本発明の多孔質樹脂粒子の製造方法は、単官能（メタ）アクリル酸エステル１～５０重
量％と架橋性単量体５０～９９重量％とを含む単量体混合物を、有機溶剤の存在下、水性
媒体中で懸濁重合させて、多孔質樹脂粒子を含有する懸濁液を得る重合工程と、前記重合
工程の後、前記懸濁液を蒸留して、前記懸濁液から前記有機溶剤を除去する蒸留工程とを
有しており、前記重合工程において、前記有機溶剤を、前記単量体混合物１００重量部に
対して１８０超～４５０重量部使用することを特徴とする。
【００１７】
　この本発明の多孔質樹脂粒子の製造方法では、単官能（メタ）アクリル酸エステル１～
５０重量％と架橋性単量体５０～９９重量％とを含む単量体混合物の重合を、前記単量体
混合物１００重量部に対して１８０超～４５０重量部の有機溶剤の存在下で行っている。
このため、多数の孔を有し、光拡散性と吸油性とに優れた嵩比重の小さい多孔質樹脂粒子
を製造することができる。つまり、本発明の製造方法により製造した多孔質樹脂粒子は、
光拡散性に優れるため、化粧料等の外用剤に配合されることで、その外用剤に、毛穴、シ
ワ、及びシミ等を目立ち難くするソフトフォーカス性を付与することができる。また、本
発明の製造方法により製造した多孔質樹脂粒子は、吸油性を有するため、外用剤に配合さ
れることで、その外用剤が塗布された肌から分泌される皮脂を吸収して、肌の状態をさら
さらに整えることができる上、吸油量が多く、長時間継続して皮脂を吸収することができ
るため、化粧料に配合されることで、テカリを抑制し、化粧もちを向上させることができ
る。加えて、本発明の製造方法により製造した多孔質樹脂粒子は、孔が多く嵩比重の小さ
いものであることから、化粧料等の外用剤に配合されることで、その外用剤の肌上での伸
び（すなわち、伸展性）を向上させることができる。また、本発明の製造方法により製造
した多孔質樹脂粒子は、上記した通り、光拡散性に優れるため、コーティング剤、光学フ
ィルム、又は光拡散部材に配合されることで、そのコーティング剤、光学フィルム、又は
光拡散部材に、光拡散性を付与することができる。
【００１８】
　また、本発明の外用剤は、上記した本発明の多孔質樹脂粒子を含むことを特徴とする。
【００１９】
　この本発明の外用剤は、本発明の多孔質樹脂粒子を含んでいることから、光の多重散乱
（光拡散）により毛穴、シワ、及びシミ等を目立ち難くするソフトフォーカス性、皮脂を
吸収して肌をさらさらに整える効果、及び伸展性に優れる。加えて、本発明の外用剤は、
長時間継続して皮脂を吸収できるため、本発明の外用剤が化粧料である場合の化粧もちに
優れる。
【００２０】
　また、本発明のコーティング剤は、本発明の多孔質樹脂粒子を含むことを特徴とする。
【００２１】
　本発明のコーティング剤は、光拡散性に優れた本発明の多孔質樹脂粒子を含んでいるこ
とから、光拡散性に優れており、上塗り塗料として使用されたときには優れた艶消し性を
付与できる。
【００２２】
　また、本発明の光学フィルムは、本発明のコーティング剤を基材に塗工してなることを
特徴とする。
【００２３】
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　本発明の光学フィルムは、光拡散性に優れた本発明のコーティング剤が塗工されたもの
であることから、光拡散性に優れる。
【００２４】
　本発明の樹脂組成物は、本発明の多孔質樹脂粒子と、基材樹脂とを含むことを特徴とす
る。
【００２５】
　本発明の樹脂組成物は、光拡散性に優れた本発明の多孔質樹脂粒子を含んでいることか
ら、光拡散性に優れる。
【００２６】
　本発明の成形体は、本発明の樹脂組成物を成形してなることを特徴とする。
【００２７】
　本発明の成形体は、光拡散性に優れた本発明の樹脂組成物を成形してなるものであるこ
とから、光拡散性に優れる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、光拡散性及び吸油性に優れる多孔質樹脂粒子、この多孔質樹脂粒子の
製造方法、および、その用途（外用剤、コーティング剤、光学フィルム、樹脂組成物、お
よび成形体）を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、光拡散性の評価における試験片に対する入射光と反射光の概念図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　〔多孔質樹脂粒子〕
　本発明の多孔質樹脂粒子は、比表面積が１９０～３００ｍ2／ｇであり、多数の孔を有
している。このような本発明の多孔質樹脂粒子は、光拡散性及び吸油性の両方に優れてい
る。
【００３１】
　例えば、本発明の多孔質樹脂粒子は、単量体混合物の重合体からなる多孔質樹脂粒子で
あって、前記単量体混合物は、単量体として、少なくとも、単官能（メタ）アクリル酸エ
ステルと架橋性単量体とを含んでいる。ここで、前記単量体混合物における前記単官能（
メタ）アクリル酸エステルの含有率は、１～５０重量％であり、前記単量体混合物におけ
る前記架橋性単量体の含有率は、５０～９９重量％である。また、この本発明の多孔質樹
脂粒子の比表面積は１９０～３００ｍ2／ｇであり、本発明の多孔質樹脂粒子の嵩比重は
０．２５～０．４５ｇ／ｍｌである。本明細書中において、（メタ）アクリルとは、メタ
クリル又はアクリルを意味する。
【００３２】
　或いは、本発明の多孔質樹脂粒子は、比表面積が１９０～３００ｍ2／ｇの多孔質樹脂
粒子であり、当該多孔質樹脂粒子に対して－４５°の入射角で入射し、＋４５°の方向へ
正反射した光の反射光強度１００とした場合に、当該多孔質樹脂粒子に対して－４５°の
入射角で入射し、０°の方向へ反射した光の反射光強度が４５以上である光学特性を有し
ている。
【００３３】
　なお、本発明の多孔質樹脂粒子中における各単量体に由来する構造単位の定量及び定性
等は、ガスクロマトグラフィ、液体クロマトグラフィ、赤外分光法（ＩＲ）、核磁気共鳴
分光法（ＮＭＲ）等のような公知の分析方法を用いることにより、確認することができる
。なお、単量体混合物中における各単量体の重量比と、本発明の多孔質樹脂粒子中におけ
る各単量体に由来する構造単位の重量比とは略同一である。
【００３４】
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　前記単官能（メタ）アクリル酸エステルとしては、本発明の多孔質樹脂粒子の比表面積
に影響を与えない限り、エチレン性不飽和基を１つ有する、即ち、（メタ）アクリル基に
のみエチレン性不飽和基を有する公知の（メタ）アクリル酸エステルを使用することがで
きる。
【００３５】
　前記単官能（メタ）アクリル酸エステルとしては、例えば、（メタ）アクリル酸メチル
、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸プロピル、（メタ）アクリル酸ブチル
、（メタ）アクリル酸ペンチル、（メタ）アクリル酸ヘキシル、（メタ）アクリル酸ヘプ
チル、（メタ）アクリル酸オクチル、（メタ）アクリル酸ノニル、（メタ）アクリル酸デ
シル、（メタ）アクリル酸ウンデシル、（メタ）アクリル酸ドデシル、（メタ）アクリル
酸グリシジル、（メタ）アクリル酸メトキシエチル、（メタ）アクリル酸プロポキシエチ
ル、（メタ）アクリル酸ブトキシエチル、（メタ）アクリル酸メトキシジエチレングリコ
ール、（メタ）アクリル酸エトキシジエチレングリコール、（メタ）アクリル酸メトキシ
エチレングリコール、（メタ）アクリル酸ブトキシトリエチレングリコール、（メタ）ア
クリル酸メトキシジプロピレングリコール、（メタ）アクリル酸フェノキシエチル、（メ
タ）アクリル酸フェノキシジエチレングリコール、（メタ）アクリル酸フェノキシテトラ
エチレングリコール、（メタ）アクリル酸ベンジル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル
、（メタ）アクリル酸テトラヒドロフルフリル、（メタ）アクリル酸ジシクロペンテニル
、（メタ）アクリル酸ジシクロペンテニルオキシエチル、（メタ）アクリル酸Ｎ－ビニル
－２－ピロリドン、（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸ヒド
ロキシプロピル、（メタ）アクリル酸ヒドロキシブチル、（メタ）アクリル酸２－ヒドロ
キシ－３－フェニルオキシプロピルなどが挙げることができる。これらの単官能（メタ）
アクリル酸エステルは、それぞれ単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いても
よい。本発明で使用する単官能（メタ）アクリル酸エステルとしては、（メタ）アクリル
酸のＣ１～Ｃ４（炭素数１～４）のアルキルエステルが好ましく、特にメタクリル酸メチ
ルが好ましい。
【００３６】
　また、前記架橋性単量体としては、エチレン性不飽和基を２個以上有する公知の架橋性
単量体を使用することができる。
【００３７】
　前記架橋性単量体としては、例えば、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、１
，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、アリル（メタ）アクリレート、トリメ
チロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アク
リレート等の（メタ）アクリル系架橋性単量体；ジビニルベンゼン、ジビニルナフタレン
、ジアリルフタレ一トおよびこれらの誘導体であるビニル系架橋性単量体等が挙げられる
。これらの中でも、（メタ）アクリル系架橋性単量体が好ましく、エチレングリコールジ
（メタ）アクリレートがより好ましい。これら架橋性単量体は、それぞれ単独で用いても
よく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。なお、本明細書中において、（メタ）アク
リレートとは、メタクリレート又はアクリレートを意味する。
【００３８】
　前記単量体混合物における前記単官能（メタ）アクリル酸エステルの含有率は、１～５
０重量％の範囲内であり、１０～５０重量％の範囲内であることが好ましい。前記単量体
混合物における前記単官能（メタ）アクリル酸エステルの含有率が、１～５０重量％の範
囲内にあると、前記単量体混合物中に前記架橋性単量体を十分に含有させることができる
ため、多孔質樹脂粒子に十分な多孔性を与えて、比表面積を大きくすることができ、且つ
、多孔質樹脂粒子の嵩比重を小さくすることができる。
【００３９】
　また、前記架橋性単量体の前記単量体混合物における含有率は、５０～９９重量％の範
囲内であり、５０～９０重量％の範囲内であることがより好ましい。前記架橋性単量体の
前記単量体混合物における含有率が、５０～９９重量％の範囲内にあると、多孔質樹脂粒
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子に十分な多孔性を与えて、比表面積を大きくすることができ、且つ、多孔質樹脂粒子の
嵩比重を小さくすることができる。
【００４０】
　また、前記単量体混合物は、本発明の多孔質樹脂粒子の比表面積に影響を与えない限り
、上記した前記単官能（メタ）アクリル酸エステル及び前記架橋性単量体以外の他の単量
体を含んでいてもよい。
【００４１】
　また、本発明の多孔質樹脂粒子の比表面積は、１９０～３００ｍ2／ｇである。比表面
積を１９０～３００ｍ2／ｇの範囲内とすることで、多量の油分を吸油することができる
上に、優れた光拡散性を多孔質樹脂粒子に備えさせることができる。なお、本明細書中に
おいて、比表面積とは、単位重量あたりの表面積のことをいい、本発明では、ＢＥＴ法（
Ｎ2）により得られる比表面積を意味する。ＢＥＴ法（Ｎ2）による比表面積の測定方法に
ついては、実施例の項で説明する。
【００４２】
　また、本発明の多孔質樹脂粒子の嵩比重は、０．２５～０．４５ｇ／ｍｌであることが
好ましい。嵩比重が０．２５～０．４５ｇ／ｍｌであると、十分な粒子強度を確保するこ
とができるとともに、多孔質樹脂粒子を外用剤に配合した場合において、その外用剤に十
分な伸展性を付与することができる。なお、本明細書中において、嵩比重とは、ホソカワ
ミクロン株式会社製のパウダーテスターＰＴ－Ｅ型を用いて測定される固め見掛け比重を
意味する。嵩比重の測定方法については、実施例の項で説明する。
【００４３】
　また、本発明の多孔質樹脂粒子の吸油量は、２００～７００ｍｌ／１００ｇであること
が好ましい。吸油量が２００～７００ｍｌ／１００ｇであると、多孔質樹脂粒子を外用剤
に配合した場合において、その外用剤に、長時間持続して皮脂を吸収できる効果を確実に
付与することができる。なお、吸油量の測定方法については、実施例の項で説明する。
【００４４】
　また、本発明の多孔質樹脂粒子の細孔容積は、０．４～０．９ｍｌ／ｇであることが好
ましい。細孔容積が０．４～０．９ｍｌ／ｇであると、十分な吸油性と光拡散性を確実に
得ることができる。なお、本明細書中において、細孔容積とは、単位重量あたりの細孔容
積のことをいい、本発明においては、窒素脱着等温線からＢＪＨ法を用いて得られる細孔
容積を意味する。細孔容積の測定方法については、実施例の項で説明する。
【００４５】
　また、本発明の多孔質樹脂粒子の平均細孔径は、１０～１８ｎｍであることが好ましく
、１２～１６ｎｍであることがより好ましく、１３～１６ｎｍであることがさらに好まし
く、１４～１５ｎｍであることがさらに特に好ましい。平均細孔径が１０ｎｍ未満である
と、中実粒子に近づくため多孔質樹脂粒子としての特性(例えば、水や油の吸着特性、低
嵩比重、光の多重散乱特性（光拡散特性）等)が得られないおそれがある。また、平均細
孔径が１８ｎｍを超えると、粒子内部の空隙が多く、十分な粒子強度を確保することがで
きないおそれがある。なお、平均細孔径とは、窒素脱着等温線からＢＪＨ法に基づいて得
られる平均細孔径を意味する。平均細孔径の測定方法については、実施例の項で説明する
。
【００４６】
　また、本発明の多孔質樹脂粒子の１０％圧縮変位時の圧縮強度は、３．０～７．０ＭＰ
ａであることが好ましく、３．５～６．０ＭＰａであることがより好ましい。１０％圧縮
変位時の圧縮強度が３．０ＭＰａ未満であると、中実粒子に近づくため、化粧料として配
合した際に質感が硬くなるおそれがある。また、圧縮強度が７．０ＭＰａを超えると、多
孔質樹脂粒子を外用剤に配合した場合において、その外用剤に十分な伸展性を付与するこ
とができないおそれがあり、また、その外用剤の感触が硬くなるおそれがある。なお、本
明細書中において、単に「圧縮強度」という場合には、１０％圧縮変位時の圧縮強度を意
味し、樹脂粒子に荷重を加え、粒子径の１０％の変位を生じた時点での強度（Ｓ１０強度
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）を意味する。圧縮強度（Ｓ１０強度）の測定方法については、実施例の項で説明する。
【００４７】
　また、本発明の多孔質樹脂粒子は、当該多孔質樹脂粒子に対して－４５°の入射角で入
射し、＋４５°の方向へ正反射した光の反射光強度１００とした場合に、当該多孔質樹脂
粒子に対して－４５°の入射角で入射し、０°の方向へ反射した光の反射光強度が４５以
上、より好ましくは５５以上である光学特性を有することが好ましい。多孔質樹脂粒子に
対して－４５°の入射角で入射し、０°の方向へ反射した光の反射光強度が４５未満であ
ると、当該多孔質樹脂粒子に入射した光の多重散乱（光拡散）が十分でなく、その多孔質
樹脂粒子を外用剤に配合した場合において、その外用剤に十分なソフトフォーカス性を付
与することができないおそれがある。なお、反射光強度に基づく光拡散性の評価方法につ
いては、実施例の項で説明する。
【００４８】
　また、本発明の多孔質樹脂粒子の体積平均粒子径は、１～１００μｍの範囲内であるこ
とが好ましく、４～２０μｍの範囲内であることがより好ましい。前記の範囲内である場
合、本発明の多孔質樹脂粒子は、多孔質樹脂粒子としての特性（例えば、光の多重散乱性
（光拡散性）等）を効果的に発現させることができる。
【００４９】
　また、本発明の多孔質樹脂粒子は、当該多孔質樹脂粒子中に残存する未反応の単官能（
メタ）アクリル酸エステルの量が少ない（例えば、３０ｐｐｍ未満）ものであることが好
ましい。多孔質樹脂粒子中に残存する未反応の単官能（メタ）アクリル酸エステルの量が
少ないと、前記樹脂粒子を基材樹脂に練り込んで得た樹脂組成物を、押出成形や射出成形
などにより成形して成形体を製造する場合において、黄変の発生や、メヤニの発生等の成
形不良を抑制することができる。なお、本明細書中において、メヤニとは、プラスチック
（樹脂組成物）の押出しにおいて、時間の経過とともに、ダイの周囲にたまる焼けた樹脂
を意味する。
【００５０】
　本発明の多孔質樹脂粒子は、複数の孔を有することから、例えば、塗料、紙用コーティ
ング剤、情報記録紙用コーティング剤、又は光学フィルム等の光学部材用コーティング剤
等として用いられるコーティング剤（塗布用組成物）の添加剤（艶消し剤、塗膜軟質化剤
、意匠性付与剤等）；光拡散体（照明カバー、光拡散板、光拡散フィルム等）等の成形体
を製造するための樹脂組成物を構成する光拡散剤；食品包装用フィルム等のフィルムのブ
ロッキング防止剤；化粧品等の外用剤用の添加剤（伸展性向上、皮脂の吸収、又は、シミ
やシワ等の肌の欠点補正のための添加剤）等として、好適に使用できる。
【００５１】
　〔多孔質樹脂粒子の製造方法〕
　本発明の多孔質樹脂粒子は、単官能（メタ）アクリル酸エステル１～５０重量％と架橋
性単量体５０～９９重量％とを含む単量体混合物を、有機溶剤の存在下、水性媒体中で懸
濁重合させて、多孔質樹脂粒子を含有する懸濁液を得る重合工程と、前記重合工程の後、
前記懸濁液を蒸留して、前記懸濁液から前記有機溶剤を除去する蒸留工程とを有しており
、前記重合工程において、前記有機溶剤を、前記単量体混合物１００重量部に対して１８
０超～４５０重量部使用する製造方法により、製造することができる。
【００５２】
　以下、前記重合工程、及び前記蒸留工程について、詳述する。
【００５３】
　－重合工程－
　重合工程では、単官能（メタ）アクリル酸エステル１～５０重量％と架橋性単量体５０
～９９重量％とを含む単量体混合物を、水性媒体中、有機溶剤の存在下で懸濁重合させて
、多孔質樹脂粒子を含有する懸濁液を得る。この重合工程において、前記懸濁重合は、例
えば、前記水性媒体を含む水相中に、前記単量体混合物と前記有機溶剤とを含む混合物（
油相）の液滴を分散させて、前記単量体混合物を重合することにより行うことができる。
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【００５４】
　前記水性媒体としては、特に限定されず、例えば、水、水と水溶性有機媒体（メタノー
ル、エタノールなどの低級アルコール（炭素数５以下のアルコール））との混合媒体が挙
げられる。水性媒体の使用量は、多孔質樹脂粒子の安定化を図るために、通常、前記単量
体混合物１００重量部に対して、１００～１０００重量部の範囲内である。
【００５５】
　前記単量体混合物は、上記した通り、単量体として、少なくとも、上記した単官能（メ
タ）アクリル酸エステルと架橋性単量体とを混合したものである。上記した通り、前記単
量体混合物における前記単官能（メタ）アクリル酸エステルの含有率は１～５０重量％で
あり、前記架橋性単量体の含有率は、５０～９９重量％である。また、前記単量体混合物
は、上記した通り、前記単官能（メタ）アクリル酸エステル及び前記架橋性単量体以外の
単量体を含んでいてもよい。
【００５６】
　また、前記有機溶剤は、多孔化剤として機能するものであれば特に限定されないが、前
記単量体混合物との混和性が高く、水溶性の低いものが好ましい。このような有機溶剤と
しては、例えば、トルエン、ベンゼン等の芳香族化合物；酢酸エチル、酢酸ブチル等のエ
ステル系化合物；ｎ－ヘプタン、ｎ－ヘキサン、ｎ－オクタン等の飽和脂肪族炭化水素等
を挙げることができる。これらの中でも、沸点が６９℃～９０℃であるもの、例えば、ベ
ンゼン（沸点８０℃）、ｎ－ヘキサン（６９℃）、酢酸エチル（７７℃）等の沸点が６９
℃～９０℃の有機溶剤を使用すると、当該重合工程での懸濁を安定して行うことができ、
また、前記蒸留工程での有機溶剤の蒸留除去を簡単に行うことが可能となる。また、上記
の通り例示した有機溶剤は、単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよ
い。
【００５７】
　また、前記有機溶剤の使用量は、前記単量体混合物１００重量部に対して１８０超～４
５０重量部の範囲内であり、２００～４００重量部の範囲内であることがより好ましい。
前記有機溶剤の使用量が、前記単量体混合物１００重量部に対して１８０超～４５０重量
部の範囲内にない場合には、得られる多孔質樹脂粒子において、上記した本発明の多孔質
樹脂粒子に特有の比表面積が備えられないおそれがある。
【００５８】
　前記懸濁重合は、通常、重合開始剤の存在下で行う。例えば、前記単量体混合物と前記
有機溶剤とを含む前記混合物（油相）中に、重合開始剤を添加することが好ましい。前記
重合開始剤としては、前記単量体混合物の重合を開始できるものであれば、特に限定され
ないが、前記有機溶剤との関係から１０時間半減期温度が４０～８０℃のもの、例えば、
過酸化ベンゾイル、過酸化ラウロイル、ｔ－ブチルパーオキシ２－エチルヘキサノエート
等の有機過酸化物、２，２’－アゾビスイソブチロニトリル、２，２’－アゾビス（２－
メチルブチロニトリル）、２，２’－アゾビス（２，４－ジメチルバレロニトリル）等の
アゾ系ニトリル化合物等を使用することが好ましい。これらの重合開始剤は、単独で用い
てもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００５９】
　前記重合開始剤の使用量は、前記単量体混合物１００重量部に対して、０．０１～１０
重量部の範囲内であることが好ましく、０．０１～５重量部の範囲内であることがより好
ましい。重合開始剤の使用量が、前記単量体混合物１００重量部に対して０．０１重量部
未満である場合、重合開始剤が重合開始の機能を果たし難い。また、重合開始剤の使用量
が、前記単量体混合物１００重量部に対して１０重量部を超える場合には、コスト的に不
経済である。
【００６０】
　また、前記懸濁重合は、より安定に所望の多孔質樹脂粒子を製造することができるため
、分散安定剤の存在下で行うことが好ましい。例えば、前記水性媒体を含む水相中に、分
散安定剤が添加される。前記分散安定剤としては、シリカ、酸化ジルコニウム等の無機酸
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化物；炭酸バリウム、炭酸カルシウム、第三リン酸カルシウム、ピロリン酸カルシウム、
硫酸カルシウム、水酸化マグネシウム、ピロリン酸マグネシウム、コロイダルシリカ等の
ような難水溶性無機塩；タルク、ベントナイト、珪酸、珪藻土、粘土等の無機高分子物質
等を用いることができる。これらの中でも、酸により分解して水に溶解するもの（例えば
、炭酸カルシウム、第三リン酸カルシウム、水酸化マグネシウム、ピロリン酸マグネシウ
ム、ピロリン酸カルシウム）を使用すると、前記重合工程後に、容易に分散安定剤を除去
することが可能となる。それらの中でも、粒子径が揃った多孔質樹脂粒子（特に粒子径の
変動係数が４０％以下である多孔質樹脂粒子）を得るためには、分散安定剤として、複分
解生成法により生成させたピロリン酸マグネシウムを使用することが好ましい。
【００６１】
　前記分散安定剤の使用量は、単量体混合物１００重量部に対して、０．１～２０重量部
の範囲内であることが好ましく、０．５～１０重量部の範囲内であることがより好ましい
。前記分散安定剤の使用量が２０重量部を超えると、懸濁液の粘度が上がり過ぎて懸濁液
が流動しなくなることがある。他方、前記分散安定剤の使用量が０．１重量部未満になる
と、多孔質樹脂粒子を良好に分散させることができなくなり、多孔質樹脂粒子同士が合着
を起こすことがある。
【００６２】
　また、前記懸濁重合は、懸濁液（反応液）をより安定化させるために、界面活性剤の存
在下で行ってもよい。例えば、前記水性媒体を含む水相中、又は、前記単量体混合物と前
記有機溶剤とを含む前記混合物（油相）中に、さらに、界面活性剤を添加してもよい。前
記界面活性剤としては、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、ノニオン性界面
活性剤、及び両性イオン界面活性剤のいずれをも用いることができる。
【００６３】
　前記アニオン性界面活性剤としては、例えば、オレイン酸ナトリウム；ヒマシ油カリ石
鹸等の脂肪酸石鹸；ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸アンモニウム等のアルキル硫
酸エステル塩；ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム等のアルキルベンゼンスルホン酸
塩；アルキルナフタレンスルホン酸塩；アルカンスルホン酸塩；ジオクチルスルホコハク
酸ナトリウム等のジアルキルスルホコハク酸塩；アルケニルコハク酸塩（ジカリウム塩）
；アルキルリン酸エステル塩；ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物；ポリオキシエチ
レンアルキルフェニルエーテル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫
酸ナトリウム等のポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩；ポリオキシエチレンアル
キル硫酸エステル塩等が挙げられる。
【００６４】
　ノニオン性界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリ
オキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ソルビ
タン脂肪酸エステル、ポリオキシソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキ
ルアミン、グリセリン脂肪酸エステル、オキシエチレン－オキシプロピレンブロックポリ
マー等が挙げられる。
【００６５】
　カチオン性界面活性剤としては、例えば、ラウリルアミンアセテート、ステアリルアミ
ンアセテート等のアルキルアミン塩；ラウリルトリメチルアンモニウムクロライド等の第
四級アンモニウム塩等が挙げられる。
【００６６】
　両性イオン界面活性剤としては、ラウリルジメチルアミンオキサイド、ラウリルジメチ
ルアミノ酢酸ベタイン、リン酸エステル系界面活性剤、亜リン酸エステル系界面活性剤等
が挙げられる。
【００６７】
　上記界面活性剤は、単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。界面
活性剤は、懸濁重合時における単量体混合物の分散安定性等を考慮して、種類の選択及び
使用量の調整を適宜行えばよい。
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【００６８】
　前記単量体混合物の重合温度は、４０℃～（前記有機溶剤の沸点Ｔ℃－５℃）の範囲内
であることが好ましい。この重合温度を保持する時間は、０．１～２０時間の範囲内が好
ましい。重合完了後、前記有機溶剤を粒子内に含んだ多孔質樹脂粒子を含む懸濁液（スラ
リー）が得られる。なお、この懸濁液中に含まれる前記有機溶剤は、後述する蒸留工程で
除去される。
【００６９】
　なお、重合工程において、マイクロフルイダイザー、ナノマイザー等のような、液滴同
士の衝突や機壁への衝突力を利用した高圧型分散機等を用いて、水相中に前記単量体混合
物を含む油相の液滴を分散させて懸濁重合を行うと、粒子径の揃った多孔質樹脂粒子を製
造することができる。
【００７０】
　－蒸留工程－
　蒸留工程では、前記重合工程で得られた多孔質樹脂粒子を含む懸濁液を蒸留することに
より、前記懸濁液から前記有機溶剤を除去する。
【００７１】
　前記蒸留工程において、蒸留は、例えば、前記重合工程で得られた多孔質樹脂粒子を含
む懸濁液を蒸留器に投入し、少なくとも前記有機溶剤が蒸留し得る温度と圧力において、
撹拌下に行う。
【００７２】
　前記蒸留を行うときの条件は、前記重合工程で使用した有機溶剤の種類によって異なる
が、通常、前記有機溶剤の沸点以上の温度で、０．０３０ＭＰａ以下の減圧下にて蒸留を
行うことが好ましい。
【００７３】
　このような蒸留工程により、前記懸濁液から前記有機溶剤が除去される。同時に、前記
懸濁液に含まれる前記重合開始剤及びこの重合開始剤の残渣、並びに、前記懸濁液に残存
する未反応の単量体（具体的には、単官能（メタ）アクリル酸エステル及び架橋性単量体
）が除去され得る。
【００７４】
　－分解除去工程－
　前記重合工程において分散安定剤を用いた場合には、前記蒸留工程の後、前記懸濁液に
含まれる前記分散安定剤を分解除去することが好ましい。例えば、前記重合工程において
、酸により分解して水に溶解する分散安定剤を用いた場合、前記分散安定剤の分解除去は
、前記蒸留工程により前記有機溶剤が除去された懸濁液に酸を加えて前記分散安定剤を分
解し、前記懸濁液中に溶解させた後、前記懸濁液を濾過して多孔質樹脂粒子を濾別し、濾
別した多孔質樹脂粒子を水洗することにより行うことができる。
【００７５】
　このような分解除去工程により、本発明の多孔質樹脂粒子の製造方法により製造した多
孔質樹脂粒子中に含まれる前記分散安定剤に由来する残存金属量を低減させることができ
る。
【００７６】
　－乾燥工程－
　また、前記蒸留工程の後（分解除去工程を有する場合には、分解除去工程の後）、前記
懸濁液から濾別した多孔質樹脂粒子は、次に示す通り、乾燥させることが好ましい。
【００７７】
　前記懸濁液から濾別した前記多孔質樹脂粒子の乾燥は、０．０１５ＭＰａ以下の減圧下
、より好ましくは０．０１０ＭＰａ以下の減圧下、７０℃以上、９０℃以下の温度下で、
１２時間以上、より好ましくは１５時間以上乾燥させることにより行うことが好ましい。
【００７８】
　このような乾燥工程により、多孔質樹脂粒子中に含まれる重合開始剤及びこの重合開始



(13) JP 5812374 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

剤の残渣、並びに、前記多孔質樹脂粒子中に残存する単量体（具体的には、単官能（メタ
）アクリル酸エステル及び架橋性単量体）を低減させることができる。
【００７９】
　〔外用剤〕
　本発明の外用剤は、本発明の多孔質樹脂粒子を含んでいる。本発明の外用剤は、光拡散
性と吸油性に優れる本発明の多孔質樹脂粒子を含んでいるため、肌に塗布されることで、
皮脂を吸収して肌をさらさらに整え、テカリを抑制することができ、且つ、光の多重散乱
（光拡散効果）により、毛穴、シミ、シワ等を目立たなくすることができる。また、本発
明の外用剤が、嵩比重の低い本発明の多孔質樹脂粒子を含む場合には、皮膚に塗布する際
の伸展性に優れる。
【００８０】
　本発明の外用剤における多孔質樹脂粒子の含有量は、外用剤の種類に応じて適宜設定で
きるが、１～８０重量％の範囲内であることが好ましく、３～７０重量％の範囲内である
ことがより好ましい。外用剤全量に対する多孔質樹脂粒子の含有量が１重量％を下回ると
、多孔質樹脂粒子の含有による明確な効果が認められないことがある。また、多孔質樹脂
粒子の含有量が８０重量％を上回ると、含有量の増加に見合った顕著な効果が認められな
いことがあるため、生産コスト上好ましくない。
【００８１】
　本発明の外用剤は、例えば、外用医薬品や化粧料等として使用できる。外用医薬品とし
ては、皮膚に適用するものであれば特に限定されないが、具体的には、クリーム、軟膏、
乳剤等が挙げられる。化粧料としては、例えば、石鹸、ボディシャンプー、洗顔クリーム
、スクラブ洗顔料、歯磨き等の洗浄用化粧品；おしろい類、フェイスパウダー（ルースパ
ウダー、プレストパウダー等）、ファンデーション（パウダーファンデーション、リキッ
ドファンデーション、乳化型ファンデーション等）、口紅、リップクリーム、頬紅、眉目
化粧品（アイシャドー、アイライナー、マスカラ等）、マニキュア等のメイクアップ化粧
料；プレシェーブローション、ボディローション等のローション剤；ボディパウダー、ベ
ビーパウダー等のボディー用外用剤；化粧水、クリーム、乳液（化粧乳液）等のスキンケ
ア剤、制汗剤（液状制汗剤、固形状制汗剤、クリーム状制汗剤等）、パック類、洗髪用化
粧品、染毛料、整髪料、芳香性化粧品、浴用剤、日焼け止め製品、サンタン製品、ひげ剃
り用クリーム等が挙げられる。
【００８２】
　これらの中でも、本発明の多孔質樹脂粒子をおしろい類、フェイスパウダー、パウダー
ファンデーション、ボディパウダー、ベビーパウダー等の粉状の化粧料（即ち、粉体化粧
料）に使用すると、吸油性に優れた外用剤とすることができ、好適である。
【００８３】
　また、本発明の外用剤中に配合される多孔質樹脂粒子は、油剤、シリコーン化合物およ
びフッ素化合物等の表面処理剤や有機粉体、無機粉体等で処理したものであってもよい。
【００８４】
　前記油剤としては、通常外用剤に使用されているものであればいずれでもよく、例えば
流動パラフィン、スクワラン、ワセリン、パラフィンワックス等の炭化水素油；ラウリン
酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、ベヘニン酸、ウンデシレ
ン酸、オキシステアリン酸、リノール酸、ラノリン脂肪酸、合成脂肪酸等の高級脂肪酸；
トリオクタン酸グリセリル、ジカプリン酸プロピレングリコール、２－エチルヘキサン酸
セチル、ステアリン酸イソセチル等のエステル油；ミツロウ、鯨ロウ、ラノリン、カルナ
ウバロウ、キャンデリラロウ等のロウ類；アマニ油、綿実油、ヒマシ油、卵黄油、ヤシ油
等の油脂類；ステアリン酸亜鉛、ラウリン酸亜鉛等の金属石鹸；セチルアルコール、ステ
アリルアルコール、オレイルアルコール等の高級アルコール等が挙げられる。また、多孔
質樹脂粒子を前記油剤で処理する方法は特に限定されないが、例えば、多孔質樹脂粒子に
油剤を添加し、ミキサー等で撹拌することにより油剤をコーティングする乾式法や、油剤
をエタノール、プロパノール、酢酸エチル、ヘキサン等の適当な溶媒に加熱溶解し、それ
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に多孔質樹脂粒子を加えて混合撹拌した後、溶媒を減圧除去または加熱除去することによ
り、油剤をコーティングする湿式法等を利用することができる。
【００８５】
　前記シリコーン化合物としては、通常外用剤に使用されるものであればいずれでもよく
、例えばジメチルポリシロキサン、メチルハイドロジェンポリシロキサン、メチルフェニ
ルポリシロキサン、アクリル－シリコーン系グラフト重合体、有機シリコーン樹脂部分架
橋型オルガノポリシロキサン重合物等が挙げられる。多孔質樹脂粒子をシリコーン化合物
で処理する方法は特に限定されないが、例えば、上記の乾式法や湿式法を利用できる。ま
た、必要に応じて焼き付け処理を行ったり、反応性を有するシリコーン化合物の場合は反
応触媒等を適宜添加してもよい。
【００８６】
　前記フッ素化合物は、通常外用剤に配合されるものであればいずれでもよく、例えばパ
ーフルオロアルキル基含有エステル、パーフルオロアルキルシラン、パーフルオロポリエ
ーテル、パーフルオロ基を有する重合体等が挙げられる。多孔質樹脂粒子をフッ素化合物
で処理する方法も特に限定されないが、例えば、前記の乾式法や湿式法を利用できる。ま
た、必要に応じて焼き付け処理を行ったり、反応性を有するフッ素化合物の場合は反応触
媒等を適宜添加してもよい。
【００８７】
　有機粉体としては、例えばアラビアゴム、トラガントガム、グアーガム、ローカストビ
ーンガム、カラヤガム、アイリスモス、クインスシード、ゼラチン、セラック、ロジン、
カゼイン等の天然高分子化合物；カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシエ
チルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、エステ
ルガム、ニトロセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース等の半合成
高分子化合物；ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリル酸ナトリウ
ム、カルボキシビニルポリマー、ポリビニルメチルエーテル、ポリアミド樹脂、シリコー
ン油、ナイロン粒子、ポリメタクリル酸メチル粒子、架橋ポリスチレン粒子、シリコーン
粒子、ウレタン粒子、ポリエチレン粒子、フッ素樹脂粒子等の樹脂粒子が挙げられる。ま
た、前記無機粉体としては、例えば酸化鉄、群青、コンジョウ、酸化クロム、水酸化クロ
ム、カーボンブラック、マンガンバイオレット、酸化チタン、酸化亜鉛、タルク、カオリ
ン、マイカ、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、雲母、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸バ
リウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、シリカ、ゼオライト、硫酸バリウム、
焼成硫酸カルシウム（焼セッコウ）、リン酸カルシウム、ヒドロキシアパタイト、セラミ
ックパウダー等が挙げられる。また、これら有機粉体や無機粉体は、予め表面処理を行っ
たものでもよい。表面処理方法としては、前記のような、公知の表面処理技術が利用でき
る。
【００８８】
　また、本発明の外用剤には、本発明の効果を損なわない範囲で、一般に用いられている
主剤または添加物を目的に応じて配合できる。そのような主剤または添加物としては、例
えば、水、低級アルコール（炭素数５以下のアルコール）、油脂及びロウ類、炭化水素、
高級脂肪酸、高級アルコール、ステロール、脂肪酸エステル、金属石鹸、保湿剤、界面活
性剤、高分子化合物、色材原料、香料、粘土鉱物類、防腐・殺菌剤、抗炎症剤、酸化防止
剤、紫外線吸収剤、有機無機複合粒子、ｐＨ調整剤（トリエタノールアミン等）、特殊配
合添加物、医薬品活性成分等が挙げられる。
【００８９】
　前記油脂及びロウ類の具体例としては、アボガド油、アーモンド油、オリーブ油、カカ
オ脂、牛脂、ゴマ脂、小麦胚芽油、サフラワー油、シアバター、タートル油、椿油、パー
シック油、ひまし油、ブドウ油、マカダミアナッツ油、ミンク油、卵黄油、モクロウ、ヤ
シ油、ローズヒップ油、硬化油、シリコーン油、オレンジラフィー油、カルナバロウ、キ
ャンデリラロウ、鯨ロウ、ホホバ油、モンタンロウ、ミツロウ、ラノリン等が挙げられる
。
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【００９０】
　前記炭化水素の具体例としては、流動パラフィン、ワセリン、パラフィン、セレシン、
マイクロクリスタリンワックス、スクワラン等が挙げられる。
【００９１】
　前記高級脂肪酸の具体例としては、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステア
リン酸、オレイン酸、ベヘニン酸、ウンデシレン酸、オキシステアリン酸、リノール酸、
ラノリン脂肪酸、合成脂肪酸等の炭素数１１以上の脂肪酸が挙げられる。
【００９２】
　前記高級アルコールの具体例としては、ラウリルアルコール、セチルアルコール、セト
ステアリルアルコール、ステアリルアルコール、オレイルアルコール、ベヘニルアルコー
ル、ラノリンアルコール、水素添加ラノリンアルコール、へキシルデカノール、オクチル
デカノール、イソステアリルアルコール、ホホバアルコール、デシルテトラデカノール等
の炭素数６以上のアルコールが挙げられる。
【００９３】
　前記ステロールの具体例としては、コレステロール、ジヒドロコレステロール、フィト
コレステロール等が挙げられる。
【００９４】
　前記脂肪酸エステルの具体例としては、リノール酸エチル等のリノール酸エステル；ラ
ノリン脂肪酸イソプロピル等のラノリン脂肪酸エステル；ラウリン酸ヘキシル等のラウリ
ン酸エステル；ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸ミリスチル、ミリスチン酸セチ
ル、ミリスチン酸オクチルデシル、ミリスチン酸オクチルドデシル等のミリスチン酸エス
テル；オレイン酸デシル、オレイン酸オクチルドデシル等のオレイン酸エステル；ジメチ
ルオクタン酸ヘキシルデシル等のジメチルオクタン酸エステル；イソオクタン酸セチル（
２－エチルヘキサン酸セチル）等のイソオクタン酸エステル；パルミチン酸デシル等のパ
ルミチン酸エステル；トリミリスチン酸グリセリン、トリ（カプリル・カプリン酸）グリ
セリン、ジオレイン酸プロピレングリコール、トリイソステアリン酸グリセリン、トリイ
ソオクタン酸グリセリン、乳酸セチル、乳酸ミリスチル、リンゴ酸ジイソステアリル、イ
ソステアリン酸コレステリル、１２－ヒドロキシステアリン酸コレステリル等の環状アル
コール脂肪酸エステル等が挙げられる。
【００９５】
　前記金属石鹸の具体例としては、ラウリン酸亜鉛、ミリスチン酸亜鉛、ミリスチン酸マ
グネシウム、パルミチン酸亜鉛、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸アルミニウム、ステア
リン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ウンデシレン酸亜鉛等が挙げられる。
【００９６】
　前記保湿剤の具体例としては、グリセリン、プロピレングリコール、１，３－ブチレン
グリコール、ポリエチレングリコール、ｄｌ－ピロリドンカルボン酸ナトリウム、乳酸ナ
トリウム、ソルビトール、ヒアルロン酸ナトリウム、ポリグリセリン、キシリット、マル
チトール等が挙げられる。
【００９７】
　前記界面活性剤の具体例としては、高級脂肪酸石鹸、高級アルコール硫酸エステル、Ｎ
－アシルグルタミン酸塩、リン酸エステル塩等のアニオン性界面活性剤；アミン塩、第４
級アンモニウム塩等のカチオン性界面活性剤；ベタイン型、アミノ酸型、イミダゾリン型
、レシチン等の両性界面活性剤；脂肪酸モノグリセリド、ポリエチレングリコール、プロ
ピレングリコール脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル（例えば、イソステアリン
酸ソルビタン等）、蔗糖脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、酸化エチレン
縮合物等の非イオン性界面活性剤が挙げられる。
【００９８】
　前記高分子化合物の具体例としては、アラビアゴム、トラガントガム、グアーガム、ロ
ーカストビーンガム、カラヤガム、アイリスモス、クインスシード、ゼラチン、セラック
、ロジン、カゼイン等の天然高分子化合物；カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒ
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ドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、アルギン酸ナトリウ
ム、エステルガム、ニトロセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース
等の半合成高分子化合物；ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリル
酸ナトリウム、カルボキシビニルポリマー、ポリビニルメチルエーテル、ポリアミド樹脂
、シリコーン油、ナイロン粒子、ポリ（メタ）アクリル酸エステル粒子（例えば、ポリメ
タクリル酸メチル粒子等）、ポリスチレン粒子、シリコーン系粒子、ウレタン粒子、ポリ
エチレン粒子、シリカ粒子等の樹脂粒子等の合成高分子化合物が挙げられる。
【００９９】
　前記色材原料の具体例としては、酸化鉄（赤色酸化鉄、黄色酸化鉄、黒色酸化鉄等）、
群青、コンジョウ、酸化クロム、水酸化クロム、カーボンブラック、マンガンバイオレッ
ト、酸化チタン、酸化亜鉛、タルク、カオリン、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、雲
母、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸バリウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、シ
リカ、ゼオライト、硫酸バリウム、焼成硫酸カルシウム（焼セッコウ）、リン酸カルシウ
ム、ヒドロキシアパタイト、セラミックパウダー等の無機顔料、アゾ系、ニトロ系、ニト
ロソ系、キサンテン系、キノリン系、アントラキノリン系、インジゴ系、トリフェニルメ
タン系、フタロシアニン系、ピレン系等のタール色素が挙げられる。
【０１００】
　なお、上記した高分子化合物の粉体原料や色材原料などの粉体原料は、予め表面処理を
行ったものも使用することができる。表面処理の方法としては、公知の表面処理技術が利
用でき、例えば、炭化水素油、エステル油、ラノリン等による油剤処理、ジメチルポリシ
ロキサン、メチルハイドロジェンポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン等によ
るシリコーン処理、パーフルオロアルキル基含有エステル、パーフルオロアルキルシラン
、パーフルオロポリエーテルおよびパーフルオロアルキル基を有する重合体等によるフッ
素化合物処理、３－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロ
ピルトリメトキシシラン等によるシランカップリング剤処理、イソプロピルトリイソステ
アロイルチタネート、イソプロピルトリス（ジオクチルパイロホスフェート）チタネート
等によるチタンカップリング剤処理、金属石鹸処理、アシルグルタミン酸等によるアミノ
酸処理、水添卵黄レシチン等によるレシチン処理、コラーゲン処理、ポリエチレン処理、
保湿性処理、無機化合物処理、メカノケミカル処理等の処理方法が挙げられる。
【０１０１】
　前記粘土鉱物類の具体例としては、体質顔料および吸着剤などの数種の機能を兼ね備え
た成分、例えば、タルク、マイカ、セリサイト、チタンセリサイト（酸化チタンで被覆さ
れたセリサイト）、白雲母、バンダービルト社製のＶＥＥＧＵＭ（登録商標）等が挙げら
れる。
【０１０２】
　前記香料の具体例としては、アニスアルデヒド、ベンジルアセテート、ゲラニオール等
が挙げられる。前記防腐・殺菌剤の具体例としては、メチルパラペン、エチルパラペン、
プロピルパラペン、ベンザルコニウム、ベンゼトニウム等が挙げられる。前記酸化防止剤
の具体例としては、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール、没食子
酸プロピル、トコフェロール等が挙げられる。前記紫外線吸収剤の具体例としては、微粒
子酸化チタン、微粒子酸化亜鉛、微粒子酸化セリウム、微粒子酸化鉄、微粒子酸化ジルコ
ニウム等の無機系吸収剤、安息香酸系、パラアミノ安息香酸系、アントラニリック酸系、
サルチル酸系、桂皮酸系、ベンゾフェノン系、ジベンゾイルメタン系等の有機系吸収剤が
挙げられる。
【０１０３】
　前記特殊配合添加物の具体例としては、エストラジオール、エストロン、エチニルエス
トラジオール、コルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾン等のホルモン類、ビタミン
Ａ、ビタミンＢ、ビタミンＣ、ビタミンＥ等のビタミン類、クエン酸、酒石酸、乳酸、塩
化アルミニウム、硫酸アルミニウム・カリウム、アラントインクロルヒドロキシアルムニ
ウム、パラフェノールスルホン酸亜鉛、硫酸亜鉛等の皮膚収斂材剤、カンタリスチンキ、
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トウガラシチンキ、ショウキョウチンキ、センブリエキス、ニンニクエキス、ヒノキチオ
ール、塩化カルプロニウム、ペンタデカン酸グリセリド、ビタミンＥ、エストロゲン、感
光素等の発毛促進剤、リン酸－Ｌ－アスコルビン酸マグネシウム、コウジ酸等の美白剤等
が挙げられる。
【０１０４】
　〔コーティング剤〕
　本発明の多孔質樹脂粒子は、塗膜軟質化剤、塗料用艶消し剤、光拡散剤等としてコーテ
ィング剤に含有させることが可能である。本発明のコーティング剤は、本発明の多孔質樹
脂粒子を含んでいる。
【０１０５】
　前記コーティング剤は、必要に応じてバインダー樹脂を含んでいる。バインダー樹脂と
しては、有機溶剤もしくは水に可溶な樹脂、または水中に分散できるエマルジョン型の水
性樹脂を使用でき、公知のバインダー樹脂をいずれも利用できる。バインダー樹脂として
は、例えば、三菱レイヨン株式会社製の商品名「ダイヤナール（登録商標）ＬＲ－１０２
」や「ダイヤナール（登録商標）ＢＲ－１０６」、或いは、大日精化工業株式会社製の商
品名「メジウム　ＶＭ（Ｋ）」等のアクリル系樹脂；アルキド樹脂；ポリエステル樹脂；
ポリウレタン樹脂；塩素化ポリオレフィン樹脂；アモルファスポリオレフィン樹脂等が挙
げられる。これらバインダー樹脂は、塗工される基材への塗料の密着性や使用される環境
等によって適宜選択され得る。
【０１０６】
　多孔質樹脂粒子の配合量は、バインダー樹脂を含むコーティング剤により形成される塗
膜の膜厚、多孔質樹脂粒子の平均粒子径、塗工方法、使用する用途等によって適宜調整さ
れるが、バインダー１００重量部に対して１～３００重量部の範囲内であることが好まし
い。また、多孔質樹脂粒子の配合量は、バインダー樹脂（エマルジョン型の水性樹脂を使
用する場合には固形分）と多孔質樹脂粒子との合計に対して、５～５０重量％の範囲内で
あることがより好ましく、８～４０重量％の範囲内であることがさらに好ましい。多孔質
樹脂粒子の含有量が５重量％未満である場合、艶消し効果が十分得られないことがある。
また、多孔質樹脂粒子の含有量が５０重量％を超える場合には、コーティング剤の粘度が
大きくなりすぎるために多孔質樹脂粒子の分散不良が起こることがある。そのため、コー
ティング剤の塗工によって得られる塗膜表面にマイクロクラックが発生する、得られる塗
膜表面にザラツキが生じる等のような、塗膜表面の外観不良が起こることがある。
【０１０７】
　前記コーティング剤は、必要に応じて、媒体を含んでいる。前記媒体として、バインダ
ー樹脂を溶解できる溶剤（溶媒）、またはバインダー樹脂を分散できる分散媒を使用する
ことが好ましい。分散媒または溶媒としては、水性の媒体および油性の媒体がいずれも使
用できる。油性の媒体としては、トルエン、キシレン等の炭化水素系溶剤；メチルエチル
ケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン系溶剤；酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステ
ル系溶剤；ジオキサン、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールモノ
ブチルエーテル等のエーテル系溶剤等が挙げられる。水性の媒体としては、水、アルコー
ル類（例えばイソプロパノール）等が挙げられる。これら溶剤は、１種のみを使用しても
よく、２種以上を混合して使用してもよい。コーティング剤中における媒体の含有量は、
コーティング剤全量に対し、通常、２０～６０重量％の範囲内である。
【０１０８】
　さらに、コーティング剤には、硬化剤、着色剤、（体質顔料、着色顔料、金属顔料、マ
イカ粉顔料、染料等）、帯電防止剤、レベリング剤、流動性調整剤、紫外線吸収剤、光安
定剤等の他の添加剤が含まれていてもよい。
【０１０９】
　コーティング剤の被塗布基材としては、特に限定されず、用途に応じた基材が使用でき
る。
【０１１０】
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　例えば、光学用途では、ガラス基材、透明基材樹脂からなる透明基材等が被塗布基材と
して使用される。被塗布基材として透明基材を使用し、着色剤を含まないコーティング剤
（光拡散用コーティング剤）を透明基材上に塗工して透明の塗膜を形成することで、光拡
散フィルムや防眩フィルム等の光学フィルムを製造することができる。この場合、多孔質
樹脂粒子は光拡散剤として機能する。
【０１１１】
　また、被塗布基材として紙を使用し、着色剤を含まないコーティング剤（紙用コーティ
ング剤）を塗工して透明の塗膜を形成することで、艶消し紙を製造することができる。
【０１１２】
　コーティング剤の塗工方法は、特に限定されず、公知の方法をいずれも使用できる。塗
工方法としては、例えば、スプレー塗工法、ロール塗工法、ハケ塗り法等の方法が挙げら
れる。コーティング剤は、必要に応じて粘度を調整するために、希釈剤を加えて希釈して
もよい。希釈剤としては、トルエン、キシレン等の炭化水素系溶剤；メチルエチルケトン
、メチルイソブチルケトン等のケトン系溶剤；酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶
剤；ジオキサン、エチレングリコールジエチルエーテル等のエーテル系溶剤；水；アルコ
ール系溶剤等が挙げられる。これら希釈剤は、単独で使用してもよく、２種以上を混合し
て使用してもよい。光学フィルムを製造する場合には、塗工方法として、多孔質樹脂粒子
に由来する凹凸が塗膜表面に形成されるような方法を使用することが好ましい。
【０１１３】
　〔光学フィルム〕
　本発明の光学フィルムは、本発明のコーティング剤を基材に塗工したものである。光学
フィルムの具体例としては、拡散フィルムや防眩フィルム等を挙げることができる。
【０１１４】
　光学フィルムの基材の具体例としては、ガラス基材や、透明基材樹脂からなる透明基材
等を挙げることができる。
【０１１５】
　前記透明基材樹脂としては、例えば、アクリル樹脂、（メタ）アクリル酸アルキル－ス
チレン共重合体、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート（以下「ＰＥＴ」と略
記する）等のポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等が挙げられ
る。これら透明基材樹脂の中でも、優れた透明性が透明基材樹脂に求められる場合には、
アクリル樹脂、（メタ）アクリル酸アルキル－スチレン共重合体、ポリカーボネート、ポ
リエステル、およびポリスチレンが好ましい。これらの透明基材樹脂は、それぞれ単独で
、又は２種以上を組み合わせて使用できる。
【０１１６】
　〔樹脂組成物〕
　本発明の樹脂組成物は、本発明の多孔質樹脂粒子と基材樹脂とを含むものである。この
本発明の樹脂粒子組成物は、本発明の多孔質樹脂粒子を含み、光拡散性に優れることから
、照明カバー（発光ダイオード（ＬＥＤ）照明用照明カバー、蛍光灯照明用照明カバー等
）、光拡散シート、光拡散板等の光拡散部材（光拡散体）の原料として使用できる。
【０１１７】
　前記基材樹脂としては、通常、多孔質樹脂粒子を構成する重合体の成分と異なる熱可塑
性樹脂が使用される。前記基材樹脂として使用する熱可塑性樹脂としては、例えば、アク
リル樹脂、（メタ）アクリル酸アルキル－スチレン共重合体、ポリカーボネート、ポリエ
ステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等が挙げられる。これら熱可塑性
樹脂の中でも、優れた透明性が基材樹脂に求められる場合には、アクリル樹脂、（メタ）
アクリル酸アルキル－スチレン共重合体、ポリカーボネート、ポリエステル、およびポリ
スチレンが好ましい。これらの熱可塑性樹脂は、それぞれ単独で、又は２種以上を組み合
わせて使用できる。
【０１１８】
　前記基材樹脂への多孔質樹脂粒子の添加割合は、基材樹脂１００重量部に対して、１～
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３００重量部の範囲内であることが好ましく、１０～１００重量部の範囲内であることが
より好ましい。多孔質樹脂粒子が１重量部未満の場合、光拡散部材に光拡散性を与えにく
くなることがある。多孔質樹脂粒子が３００重量部より多い場合、上記した光拡散部材に
光拡散性を与えられるが上記光拡散部材の光透過性が低くなることがある。
【０１１９】
　樹脂組成物の製造方法は、特に限定されず、多孔質樹脂粒子と基材樹脂とを機械式粉砕
混合方法等のような従来公知の方法で混合することにより製造できる。機械式粉砕混合方
法では、例えば、ヘンシェルミキサー、Ｖ型混合機、ターブラミキサー、ハイブリダイザ
ー、ロッキングミキサー等の装置を用いて多孔質樹脂粒子と基材樹脂とを混合し撹拌する
ことにより、樹脂組成物を製造できる。
【０１２０】
　〔成形体〕
　本発明の成形体は、本発明の樹脂組成物を成形してなるものである。本発明の成形体の
具体例としては、照明カバー（発光ダイオード（ＬＥＤ）照明用照明カバー、蛍光灯照明
用照明カバー等）、光拡散シート、光拡散板等の光拡散部材を挙げることができる。
【０１２１】
　例えば、多孔質樹脂粒子と基材樹脂とを混合機で混合し、押出機等の溶融混練機で混練
することで樹脂組成物からなるペレットを得た後、このペレットを押出成形するか、ある
いはこのペレットを溶融後に射出成形することにより、任意の形状の成形体を得ることが
できる。
【実施例】
【０１２２】
　以下、実施例及び比較例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例
により限定されるものではない。
【０１２３】
　最初に、実施例及び比較例における、樹脂粒子の体積平均粒子径の測定方法、樹脂粒子
の比表面積の測定方法、樹脂粒子の細孔径及び細孔容積の測定方法、樹脂粒子の嵩比重の
測定方法、樹脂粒子の吸油量の測定方法、樹脂粒子の圧縮強度の測定方法、樹脂粒子の光
拡散性の評価、メタクリル酸アルキル残量の測定方法、及び、樹脂粒子の官能試験につい
て説明する。
【０１２４】
　〔樹脂粒子の体積平均粒子径の測定方法〕
　樹脂粒子の体積平均粒子径は、コールターマルチサイザーＩＩＩ（ベックマン・コール
ター株式会社製測定装置）により測定する。測定は、ベックマン・コールター株式会社発
行のＭｕｌｔｉｓｉｚｅｒTM ３ユーザーズマニュアルに従って校正されたアパチャーを
用いて実施するものとする。
【０１２５】
　なお、測定に用いるアパチャーの選択は、測定する樹脂粒子の想定の体積平均粒子径が
１μｍ以上１０μｍ以下の場合は５０μｍのサイズを有するアパチャーを選択し、測定す
る樹脂粒子の想定の体積平均粒子径が１０μｍより大きく３０μｍ以下の場合は１００μ
ｍのサイズを有するアパチャーを選択し、樹脂粒子の想定の体積平均粒子径が３０μｍよ
り大きく９０μｍ以下の場合は２８０μｍのサイズを有するアパチャーを選択し、樹脂粒
子の想定の体積平均粒子径が９０μｍより大きく１５０μｍ以下の場合は４００μｍのサ
イズを有するアパチャーを選択するなど、適宜行う。測定後の体積平均粒子径が想定の体
積平均粒子径と異なった場合は、適正なサイズを有するアパチャーに変更して、再度測定
を行う。
【０１２６】
　また、５０μｍのサイズを有するアパチャーを選択した場合、Ｃｕｒｒｅｎｔ（アパチ
ャー電流）は－８００、Ｇａｉｎ（ゲイン）は４と設定し、１００μｍのサイズを有する
アパチャーを選択した場合、Ｃｕｒｒｅｎｔ（アパチャー電流）は－１６００、Ｇａｉｎ
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（ゲイン）は２と設定し、２８０μｍおよび４００μｍのサイズを有するアパチャーを選
択した場合、Ｃｕｒｒｅｎｔ（アパチャー電流）は－３２００、Ｇａｉｎ（ゲイン）は１
と設定する。
【０１２７】
　測定用試料としては、樹脂粒子０．１ｇを０．１重量％ノニオン性界面活性剤水溶液１
０ｍ１中にタッチミキサー（ヤマト科学株式会社製、「ＴＯＵＣＨＭＩＸＥＲ ＭＴ－３
１」）および超音波洗浄器（株式会社ヴェルヴォクリーア社製、「ＵＬＴＲＡＳＯＮＩＣ
 ＣＬＥＡＮＥＲ ＶＳ－１５０」）を用いて分散させ、分散液としたものを使用する。コ
ールターマルチサイザーＩＩＩの測定部に、ＩＳＯＴＯＮ（登録商標）ＩＩ（ベックマン
・コールター株式会社製：測定用電解液）を満たしたビーカーをセットし、ビーカー内を
緩く攪拌しながら、前記分散液を滴下して、コールターマルチサイザーＩＩＩ本体画面の
濃度計の示度を５～１０％に合わせた後に、測定を開始する。測定中はビーカー内を気泡
が入らない程度に緩く攪拌しておき、粒子を１０万個測定した時点で測定を終了する。
【０１２８】
 体積平均粒子径は、１０万個の粒子の体積基準の粒度分布における算術平均である。
【０１２９】
　〔樹脂粒子の比表面積の測定方法〕
　樹脂粒子の比表面積は、ＩＳＯ　９２７７第１版　ＪＩＳ　Ｚ　８８３０：２００１記
載のＢＥＴ法（窒素吸着法）により測定した。対象となる樹脂粒子について、株式会社島
津製作所社製の自動比表面積／細孔分布測定装置Ｔｒｉｓｔａｒ３０００を用いてＢＥＴ
窒素吸着等温線を測定し、窒素吸着量からＢＥＴ多点法を用いて比表面積を算出した。加
熱ガスパージによる前処理を実施した後、吸着質として窒素を用い、吸着質断面積０．１
６２ｎｍ2の条件下で定容量法を用いて測定を行った。なお、前記前処理は、具体的には
、樹脂粒子が入った容器を６５℃で加熱しながら、窒素パージを２０分行い、室温放冷し
た後、その容器を６５℃で加熱しながら、前記容器内の圧力が０．０５ｍｍＨｇ以下にな
るまで真空脱気を行うことにより、行った。
【０１３０】
　〔樹脂粒子の細孔径及び細孔容積の測定方法〕
　樹脂粒子の孔の細孔径（平均細孔径）及び細孔容積は、ＢＪＨ法により求める。測定対
象となる樹脂粒子について、株式会社島津製作所製の自動比表面積／細孔分布測定装置Ｔ
ｒｉｓｔaｒ３０００を用いて、窒素脱着等温線を測定し、ＢＪＨ法に基づいて、細孔径
（平均細孔径）及び細孔容積（積算細孔容積）を算出する。なお、窒素脱着等温線の測定
は、吸着質として窒素を用い、吸着質断面積０．１６２ｎｍ2の条件下で定容法を用いて
行った。
【０１３１】
　〔樹脂粒子の嵩比重の測定方法〕
　樹脂粒子の嵩比重（固め見掛け比重）は、ホソカワミクロン株式会社製のパウダーテス
ターＰＴ－Ｅ型を用いて測定した。具体的には、上記パウダーテスターＰＴ－Ｅ型本体に
付属の部品（固定シュート、バイブロシュート、スペースリング、目開き７１０μｍの篩
、篩押さえ）を取り付け、その下に矩形パットを置き、テーブル・カップベースの凹みに
、上記パウダーテスターＰＴ－Ｅ型本体に付属のカップ（内容量１００ｍｌ）を置く。そ
の後、上記パウダーテスターＰＴ－Ｅ型に付属のスコップを用いて、測定する樹脂粒子を
適当量、篩の上に静かに置き、振動させて上記カップ（内容量１００ｍｌ）を充満（充填
時間２０～３０秒）させる。次いで、上記カップの上部に、上記パウダーテスターＰＴ－
Ｅ型に付属のキャップをつぎ足して、樹脂粒子を前記キャップの上部まで静かに補充し、
上記カップをタッピングホルダーにセットする。タッピング時に上記カップ内の樹脂粒子
が飛び跳ねることを防止する為に上記キャップの上にキャップカバーを取り付けて、１８
０秒タッピング（６０回/ｍｉｎ）してから、上記カップの上部にある余分な樹脂粒子を
、パウダーテスターＰＴ－Ｅ型に付属のブレードを垂直に立ててすり切って除き、樹脂粒
子の重量を上皿天秤にて秤量した。そして、秤量した樹脂粒子の重量（ｇ）から、嵩比重
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（固め見掛け比重）を下式により、算出した。
【０１３２】
　嵩比重（ｇ／ｍｌ）＝　樹脂粒子の重量（ｇ）／１００ｍｌ
【０１３３】
　〔樹脂粒子の吸油量の測定方法〕
　樹脂粒子の吸油量は、ＪＩＳ　Ｋ　５１０１－１３－２の測定方法をベースとして、煮
アマニ油に代えて精製アマニ油を使用し、終点の判断基準を変更した方法によって、測定
した。吸油量の測定の詳細は、以下の通りである。
【０１３４】
　（Ａ）装置及び器具
　測定板：３００×４００×５ｍｍより大きい平滑なガラス板
　パレットナイフ（ヘラ）：鋼製又はステンレス製の刃を持った柄つきのもの
　化学はかり（計量器）：　１０ｍｇオーダーまで計れるもの
　ビュレット：ＪＩＳ　Ｒ　３５０５に規定する容量１０ｍｌのもの
　（Ｂ）試薬
　精製アマニ油：ＩＳＯ　１５０に規定するもの（今回は一級アマニ油（和光純薬工業株
式会社製）を用いる）
　（Ｃ）測定方法
　（１）樹脂粒子１ｇを測定板上の中央部に取り、精製アマニ油をビュレットから一回に
４、５滴ずつ、徐々に樹脂粒子の中央に滴下し、その都度、樹脂粒子および精製アマニ油
の全体をパレットナイフで充分練り合わせる。
【０１３５】
　（２）上記の滴下及び練り合わせを繰り返し、樹脂粒子および精製アマニ油の全体が固
いパテ状の塊になったら１滴ごとに練り合わせて、精製アマニ油の最後の１滴の滴下によ
りペースト（樹脂粒子および精製アマニ油の混練物）が急激に軟らかくなり、流動を始め
る点を終点とする。
【０１３６】
　（３）流動の判定
　精製アマニ油の最後の１滴の滴下により、ペーストが急激に軟らかくなり、測定板を垂
直に立てた時にペーストが動いた場合に、ペーストが流動していると判定する。測定板を
垂直に立てた時もペーストが動かない場合には、更に精製アマニ油を１滴加える。
【０１３７】
　（４）終点に達したときの精製アマニ油の消費量をビュレット内の液量の減少分として
読み取る。
【０１３８】
　（５）１回の測定時間は７～１５分以内に終了するように実施し、測定時間が１５分を
超えた場合は再測定し、規定の時間内で測定を終了した時の数値を採用する。
【０１３９】
　（Ｄ）吸油量の計算
　下記式により試料１００ｇ当たりの吸油量を計算する。
【０１４０】
　Ｏ＝（Ｖ／ｍ）×１００
　ここで、Ｏ：吸油量（ｍｌ／１００ｇ）、ｍ：樹脂粒子の重量（ｇ）、Ｖ：消費した精
製アマニ油の容積（ｍｌ）
【０１４１】
　〔樹脂粒子の圧縮強度の測定方法〕
　樹脂粒子の圧縮強度（Ｓ１０強度）は、株式会社島津製作所製の微小圧縮試験機「ＭＣ
ＴＭ－２００」を用いて、下記測定条件にて測定した。
【０１４２】
　具体的には、エタノール中に樹脂粒子を分散させた分散液を、鏡面仕上げした鋼製試料
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台に塗布し、乾燥させて、測定用試料を調製した。次いで、室温２０℃、相対湿度６５％
の環境下、ＭＣＴＭ－２００の光学顕微鏡で一個の独立した微細な樹脂粒子（少なくとも
直径１００μｍの範囲内に他の樹脂粒子が存在しない状態）を選び出し、選び出した樹脂
粒子の直径を、ＭＣＴＭ－２００の粒子径測定カーソルで測定した。選び出す樹脂粒子は
、直径が６～１２μｍの範囲内の微粒子であり、この範囲外の樹脂粒子は圧縮強度の測定
に用いない。次に、選び出した樹脂粒子の頂点に試験用圧子を下記の負荷速度で降下させ
ることにより、最大荷重９．８１ｍＮまで、徐々に樹脂粒子に荷重をかけ、先に測定した
樹脂粒子の直径が１０％変位した時点の荷重から、次式により、圧縮強度を求めた。各樹
脂粒子に対して６回の測定を行い、最大値、最小値のデータを除く４データの平均値を１
０％変位した時点での圧縮強度（Ｓ１０強度）とした。
【０１４３】
　＜圧縮強度の算出式＞
　圧縮強度（Ｍｐａ）＝２．８×荷重（Ｎ）／｛π×（粒子径（ｍｍ））2｝
　＜圧縮強度の測定条件＞
　試験温度：常温（２０℃）相対湿度６５％
　上部加圧圧子：直径５０μｍの平面圧子（材質：ダイヤモンド）
　下部加圧板：ＳＫＳ平板
　試験種類：圧縮試験（ＭＯＤＥ１）
　試験荷重：９．８１ｍＮ
　負荷速度：０．７３２ｍＮ／ｓｅｃ
　変位フルスケール；２０（μｍ）
　〔樹脂粒子の光拡散性の評価方法〕
　以下に示す方法により、樹脂粒子の表面で反射した光の拡散性を評価した。
【０１４４】
　（反射光度分布の測定）
　樹脂粒子の反射光度分布を、三次元光度計（株式会社村上色彩研究所製のゴニオフォト
メーターＧＰ－２００）を用い、室温２０℃、相対湿度６５％の環境下で測定した。
【０１４５】
　具体的には、
（１）　図１に示すように、白黒色隠蔽紙（ＢＹＫ－Ｇａｒｄｎｅｒ製Ｔｅｓｔ　ｃｈａ
ｒｔ　２８０３）４の黒色部分を中心に、５ｃｍ角の正方形にカットした両面テープ（日
東電工製　ＯＲＴ－１）３を貼った。
（２）　次いで、前記白黒色隠蔽紙４の黒色部分上の両面テープ３の粘着面に、樹脂粒子
２を見かけ密度測定器の漏斗および漏斗台(ＪＩＳ　Ｋ５１０１－１２－１)を用いて落と
してから、その粘着面上の余分な樹脂粒子２を０．０５～０．１Ｍｐａの圧縮空気で吹き
飛ばした。
（３）　前記白黒隠蔽紙４を平坦なガラス板の上に載せ、別の平坦な５ｃｍ角の正方形の
２５０ｇのガラス板を樹脂粒子２の点着面に載せ、樹脂粒子２に荷重を加えて１分間静置
した。その後、再び、前記粘着面上の余分な樹脂粒子を圧縮空気で吹き飛ばした。
（４）　（２）及び(３)の操作を３回繰り返した試験片を反射光度分布測定用の試験片１
とした。そして、得られた試験片１の反射光を次のようにして測定した。図１に示すよう
に、試験片１（樹脂粒子２）の法線（０°）に対して－４５°の角度で、ハロゲンランプ
を光源とした光５を試験片１（樹脂粒子２）に入射させ、反射した反射光６の反射角－９
０°～＋９０°における光度分布を三次元光度計により測定した。測定に際しては全ての
入射光が試験片１の黒色部分に入射するように試験片１の位置を調整した。なお、反射光
検出は分光感度１８５～８５０ｎｍ、最高感度波長５３０ｎｍの光電子増倍管により検出
した。
【０１４６】
　（＋４５°の反射光強度１００に対する０°、＋２５°、及び＋７５°の反射光強度）
　前記反射光度分布の測定により得られた反射角０°、＋２５°、＋４５°、＋７５°に
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おける反射光強度データ（ピーク光度データ）から、反射角＋４５°の反射光強度（ピー
ク光度）を１００としたときの、反射角０°、＋２５°、及び＋７５°における反射光強
度（ピーク光度）を求めた。反射角＋４５°（正反射方向）の反射光強度を１００とした
とき、反射角０°、＋２５°、及び＋７５°の各々の反射光強度が１００に近づくほど、
化粧料に配合したときのソフトフォーカス効果が大きくなる。
【０１４７】
　〔メタクリル酸アルキル残量の測定方法〕
　樹脂粒子中に残存する未反応の単官能（メタ）アクリル酸エステルの量は、測定対象と
なる樹脂粒子の製造に使用した単官能（メタ）アクリル酸エステルに応じて、公知の方法
により測定することができる。後述する実施例及び比較例では、単官能（メタ）アクリル
酸エステルとして、メタクリル酸メチル又はメタクリル酸エチル等のメタクリル酸アルキ
ルを使用しているため、以下に、樹脂粒子中に残存する未反応のメタクリル酸アルキルの
量（メタクリル酸アルキル残量）の測定方法を示す。
【０１４８】
　（１）試料液の調製
　試験管に、測定対象となる樹脂粒子１ｇと、二硫化炭素２５ｍｌと、内部標準液１ｍｌ
とを投入し、室温にて１２時間抽出した。得られた抽出液を１．８μｌ採取し、注入した
。なお、内部標準液は、二硫化炭素７５ｍｌにトルエン０．１ｍｌを加えたものとした。
【０１４９】
　（２）メタクリル酸アルキル残量の測定
　上記試料液について、ガスクロマトグラフ装置（株式会社島津製作所製、商品名「ＧＣ
－１４Ａ」）にて下記測定条件で測定を行い、メタクリル酸アルキル量（メタクリル酸メ
チル量、メタクリル酸エチル量）を内部標準法で定量した。
【０１５０】
　＜測定条件＞
　カラム充填剤：液相　ＰＥＧ－２０Ｍ
　　　　　　　　担体　Ｃｈｒｏｍｏｓｏｒｂ　Ｗ
　カラムサイズ：３ｍｍＩ．Ｄ．×３０００ｍｍＬ
　検出器：ＦＩＤ（水素炎イオン化検出器）
　キャリアーガス：窒素、空気、ヘリウム
　キャリア―ガス流量：３０ｍｌ／ｍｉｎ（窒素）、３００ｍｌ／ｍｉｎ（空気）、３５
　　　　　　　　　　　
ｍｌ／ｍｉｎ（ヘリウム）
　カラム温度：１０５℃
　注入口温度：１１０℃
【０１５１】
　〔樹脂粒子の官能試験〕
　後述する実施例１～６及び比較例１～２の樹脂粒子を含むパウダーファンデーション、
乳化型ファンデーション、ボディパウダーに対して、パネラー１０名による官能試験を行
った。この試験におけるパウダーファンデーションの評価項目は、「ソフトフォーカス性
」、「化粧もち」、「伸展性」及び「やさらかさ」であり、乳化型ファンデーションの評
価項目は「ソフトフォーカス性」、「化粧もち」、及び「なめらかさ」についてであり、
ボディパウダーの評価項目は「伸展性」及び「さらさら感」である。これらの評価項目に
ついて、次のような基準で４段階評価を行った。
【０１５２】
　×・・・パネラー１０名中、２名以下が効果ありと回答
　△・・・パネラー１０名中、３～５名が効果ありと回答
　〇・・・パネラー１０名中、６～８名が効果ありと回答
　◎・・・パネラー１０名中、９名以上が効果ありと回答
【０１５３】
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　〔実施例１〕
　（樹脂粒子の製造）
　脱イオン水１２００ｇに、分散安定剤としてのピロリン酸マグネシウム８０ｇと、アニ
オン性界面活性剤としてのラウリル硫酸ナトリウム０．２５ｇと、両性イオン界面活性剤
としてのラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン(日油株式会社製、商品名：ニッサンアノ
ンＢＬ(有効固形分３６重量％))０．７ｇを加えて水相とした。一方、単官能（メタ）ア
クリル酸エステルとしてのメタクリル酸メチル１００ｇ（単量体混合物全体に対して、５
０重量％）と、架橋性単量体としてのエチレングリコールジメタクリレート（ＥＧＤＭＡ
）１００ｇ（単量体混合物全体に対して、５０重量％）と、有機溶剤としての酢酸エチル
（沸点７７℃）４００ｇ（単量体混合物１００重量部に対して、２００重量部）と、重合
開始剤としての２，２'－アゾビス（２，４－ジメチルバレロニトリル）１．８ｇとの混
合液を調製して油相とした。水相と油相とを混合し、分散機（プライミクス株式会社製、
商品名「Ｔ．Ｋ．ホモミクサーＭＡＲＫ　ＩＩ　２．５型」）にて回転数８０００ｒｐｍ
で、前記水相中に前記油相の液滴を分散させて、分散液を得た。この分散液を、攪拌機及
び温度計を備えた重合器に入れ、攪拌下に窒素置換しながら５０℃まで加温し、懸濁重合
を開始した。内温を５０℃で４時間保持した後、更に内温を７０℃で２時間半保持するこ
とにより、樹脂粒子を含む懸濁液を得た（重合工程）。
【０１５４】
　この樹脂粒子を含む懸濁液を、７０℃、－０．０５ＭＰａの条件下で蒸留して、酢酸エ
チルを系外に除去した（蒸留工程）。
【０１５５】
　この後、２０℃まで冷却し、塩酸を加えてピロリン酸マグネシウムを分解した後、ブフ
ナー漏斗にて得られた樹脂粒子を濾別し、続いて、樹脂粒子をイオン交換水にて洗浄した
（分解除去工程）。
【０１５６】
　洗浄した樹脂粒子を９０℃、０．００８Ｍｐａの減圧下で２４時間乾燥することにより
樹脂粒子を得た（乾燥工程）。
【０１５７】
　実施例１で得られた樹脂粒子は多孔質の樹脂粒子（多孔質樹脂粒子）であり、その樹脂
粒子の体積平均粒子径は８．２μｍで、比表面積は１９５．５ｍ2／ｇで、嵩比重は０．
３８５ｇ／ｍｌであった。
【０１５８】
　（パウダーファンデーションの製造）
　樹脂粒子の製造で得た樹脂粒子１０重量部と、色材原料としてのタルク４２重量部と、
粘土鉱物類としてのセリサイト１７重量部と、色材原料としての酸化チタン１０重量部と
、色材原料としての赤色酸化鉄０．６重量部と、色材原料としての黄色酸化鉄１重量部と
、色材原料としての黒色酸化鉄０．１重量部と、炭化水素としての流動パラフィン２重量
部と、脂肪酸エステルとしてのミリスチン酸オクチルデシル３．５重量部と、界面活性剤
としてのイソステアリン酸ソルビタン０．５重量部と、高級アルコールとしての２－オク
チルドデカノール３．０重量部との配合処方で各種原料を用意した。そして、樹脂粒子と
、タルクと、セリサイトと、酸化チタンと、赤色酸化鉄と、黄色酸化鉄と、黒色酸化鉄と
をヘンシェルミキサーで混合し、これに、流動パラフィンと、ミリスチン酸オクチルデシ
ルと、イソステアリン酸ソルビタンと、２－オクチルドデカノールとを混合溶解したもの
を加えて均一に混合した。これを、公知の方法により、粉砕して篩いに通して粉体を得た
。この粉体を、公知の方法により、金皿に圧縮成型してパウダーファンデーションを得た
。
【０１５９】
　実施例１で得られたパウダーファンデーションは化粧もちが良好であり、肌への伸展性
も高く、やわらかな感触を有するものであり、また、ソフトフォーカス性が高く、素肌感
のある自然な仕上がりを与えるものであった。
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【０１６０】
　（乳化型ファンデーションの製造）
　樹脂粒子の製造で得た樹脂粒子２０．０重量部と、粘土鉱物類としてのセリサイト６．
０重量部と、色材原料としての酸化チタン３．０重量部と、顔料（適量）とをヘンシェル
ミキサーで混合し、粉末部を調製した。
【０１６１】
　そして、粉末部とは別に、精製水５０．２重量部に、ポリエチレングリコール（ポリエ
チレングリコール４０００）５．０重量部と、ｐＨ調整剤としてのトリエタノールアミン
１．０重量部と、プロピレングリコール５．０重量部と、粘土鉱物類としてのＶＥＥＧＵ
Ｍ（登録商標、バンダービルト社製）０．５重量部とを加え加熱溶解した。これにより得
られた溶液に先に調製した前記粉末部を加え、ホモミクサーで粉末を均一に分散させた後
、７０℃に保温し、水相成分を得た。
【０１６２】
　次いで、前記水相成分とは別に、高級脂肪酸としてのステアリン酸２．０重量部と、高
級アルコールとしてのセチルアルコール０．３重量部と、炭化水素としての流動パラフィ
ン２０．０重量部と、香料（適量）と、防腐剤（適量）とを混合して加熱溶解した後、７
０℃に保温し、油相成分を得た。
【０１６３】
　得られた油相成分に前記水相成分を加えて、予備乳化を行い、ホモミクサーで均一に乳
化・分散後、かきまぜながら冷却させて乳化型ファンデーションを得た。
【０１６４】
　実施例１で得られた乳化型ファンデーションは、化粧もちが良好で、なめらかな感触を
有しており、ソフトフォーカス性が高く、素肌感のある自然な仕上がりを与えるものであ
った。
【０１６５】
　（ボディパウダーの製造）
　樹脂粒子の製造で得た樹脂粒子５０．０重量部と、粘土鉱物類としてのマイカ２５．０
重量部と、粘土鉱物類としてのセリサイト２５．０重量部とをヘンシェルミキサーで混合
した後、Ｒｅｔｓｃｈ社製のロータースピードミルＺＭ－１００を用いて、１回粉砕（１
２本刃ローター使用、１ｍｍスクリーン装着、回転数１４０００ｒｐｍ）し、ボディパウ
ダーを得た。
【０１６６】
　実施例１で得られたボディパウダーは、肌への伸展性が高く、また、肌をさらさらな状
態に整えることができるものであった。
【０１６７】
　〔実施例２〕
　単官能（メタ）アクリル酸エステルとしてのメタクリル酸メチルの使用量を６０ｇ（単
量体混合物全体に対して、４０重量％）とし、架橋性単量体としてのエチレングリコール
ジメタクリレート（ＥＧＤＭＡ）の使用量を９０ｇ（単量体混合物全体に対して、６０重
量％）とし、有機溶剤としての酢酸エチル（沸点７７℃）の使用量を４５０ｇ（単量体混
合物１００重量部に対して、３００重量部）とした以外は実施例１と同様にして樹脂粒子
を製造した。そして、得られた樹脂粒子を用いて実施例１と同様にして、パウダーファン
デーション、乳化型ファンデーション、及びボディパウダーを製造した。
【０１６８】
　実施例２で得られた樹脂粒子は多孔質の樹脂粒子（多孔質樹脂粒子）であり、その樹脂
粒子の体積平均粒子径は８．０μｍで、比表面積は２４４．７ｍ2／ｇで、嵩比重は０．
３０６ｇ／ｍｌであった。
【０１６９】
　実施例２で得られたパウダーファンデーションは化粧もちが良好であり、肌への伸展性
も高く、やわらかな感触を有するものであり、また、ソフトフォーカス性が高く、素肌感
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のある自然な仕上がりを与えるものであった。
【０１７０】
　実施例２で得られた乳化型ファンデーションは、化粧もちが良好で、なめらかな感触を
有しており、ソフトフォーカス性が高く、素肌感のある自然な仕上がりを与えるものであ
った。
【０１７１】
　実施例２で得られたボディパウダーは、肌への伸展性が高く、また、肌をさらさらな状
態に整えることができるものであった。
【０１７２】
　〔実施例３〕
　単官能（メタ）アクリル酸エステルとしてのメタクリル酸メチルの使用量を８０ｇ（単
量体混合物全体に対して、４０重量％）とし、架橋性単量体としてのエチレングリコール
ジメタクリレート（ＥＧＤＭＡ）の使用量を１２０ｇ（単量体混合物全体に対して、６０
重量％）とし、有機溶剤としての酢酸エチル（沸点７７℃）の使用量を４００ｇ（単量体
混合物１００重量部に対して、２００重量部）とした以外は実施例１と同様にして樹脂粒
子を製造した。また、得られた樹脂粒子を用いて実施例１と同様にして、パウダーファン
デーション、乳化型ファンデーション、及びボディパウダーを製造した。
【０１７３】
　実施例３で得られた樹脂粒子は多孔質の樹脂粒子（多孔質樹脂粒子）であり、その樹脂
粒子の体積平均粒子径は８．５μｍで、比表面積は２２３．７ｍ2／ｇで、嵩比重は０．
３３３ｇ／ｍｌであった。
【０１７４】
　実施例３で得られたパウダーファンデーションは化粧もちが良好であり、肌への伸展性
も高く、やわらかな感触を有するものであり、また、ソフトフォーカス性が高く、素肌感
のある自然な仕上がりを与えるものであった。
【０１７５】
　実施例３で得られた乳化型ファンデーションは、化粧もちが良好で、なめらかな感触を
有しており、ソフトフォーカス性が高く、素肌感のある自然な仕上がりを与えるものであ
った。
【０１７６】
　実施例３で得られたボディパウダーは、肌への伸展性が高く、また、肌をさらさらな状
態に整えることができるものであった。
【０１７７】
　〔実施例４〕
　単官能（メタ）アクリル酸エステルとしてのメタクリル酸メチルの使用量を８０ｇ（単
量体混合物全体に対して、４０重量％）とし、架橋性単量体としてのエチレングリコール
ジメタクリレート（ＥＧＤＭＡ）の使用量を１２０ｇ（単量体混合物全体に対して、６０
重量％）とし、有機溶剤として、酢酸エチル（沸点７７℃）４００ｇ（単量体混合物１０
０重量部に対して、２００重量部）に代えて、トルエン（沸点１１０℃）４００ｇ（単量
体混合物１００重量部に対して、２００重量部）を使用した以外は実施例１と同様にして
樹脂粒子を製造した。また、得られた樹脂粒子を用いて実施例１と同様にして、パウダー
ファンデーション、乳化型ファンデーション、及びボディパウダーを製造した。
【０１７８】
　実施例４で得られた樹脂粒子は多孔質の樹脂粒子（多孔質樹脂粒子）であり、その樹脂
粒子の体積平均粒子径は７．７μｍで、比表面積は２３７．１ｍ2／ｇで、嵩比重は０．
３５９ｇ／ｍｌであった。
【０１７９】
　実施例４で得られたパウダーファンデーションは化粧もちが良好であり、肌への伸展性
も高く、やわらかな感触を有するものであり、また、ソフトフォーカス性が高く、素肌感
のある自然な仕上がりを与えるものであった。
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【０１８０】
　実施例４で得られた乳化型ファンデーションは、化粧もちが良好で、なめらかな感触を
有しており、ソフトフォーカス性が高く、素肌感のある自然な仕上がりを与えるものであ
った。
【０１８１】
　実施例４で得られたボディパウダーは、肌への伸展性が高く、また、肌をさらさらな状
態に整えることができるものであった。
【０１８２】
　〔実施例５〕
　単官能（メタ）アクリル酸エステルとしてのメタクリル酸メチルの使用量を６０ｇ（単
量体混合物全体に対して、４０重量％）とし、架橋性単量体として、エチレングリコール
ジメタクリレート（ＥＧＤＭＡ）１００ｇに代えて、トリメタクリル酸トリメチロールプ
ロパン（ＴＭＰ）９０ｇ（単量体混合物全体に対して、６０重量％）を使用し、有機溶剤
としての酢酸エチル（沸点７７℃）の使用量を４５０ｇ（単量体混合物１００重量部に対
して、３００重量部）とした以外は実施例１と同様にして樹脂粒子を製造した。そして、
得られた樹脂粒子を用いて実施例１と同様にして、パウダーファンデーション、乳化型フ
ァンデーション、及びボディパウダーを製造した。
【０１８３】
　実施例５で得られた樹脂粒子は多孔質の樹脂粒子（多孔質樹脂粒子）であり、その樹脂
粒子の体積平均粒子径は５．９μｍで、比表面積は２９５．１ｍ2／ｇで、嵩比重は０．
２９３ｇ／ｍｌであった。
【０１８４】
　実施例５で得られたパウダーファンデーションは化粧もちが良好であり、肌への伸展性
も高く、やわらかな感触を有するものであり、また、ソフトフォーカス性が高く、素肌感
のある自然な仕上がりを与えるものであった。
【０１８５】
　実施例５で得られた乳化型ファンデーションは、化粧もちが良好で、なめらかな感触を
有しており、ソフトフォーカス性が高く、素肌感のある自然な仕上がりを与えるものであ
った。
【０１８６】
　実施例５で得られたボディパウダーは、肌への伸展性が高く、また、肌をさらさらな状
態に整えることができるものであった。
【０１８７】
　〔実施例６〕
　単官能（メタ）アクリル酸エステルとして、メタクリル酸メチル１００ｇに代えて、メ
タクリル酸エチル６０ｇ（単量体混合物全体に対して、４０重量％）を使用し、架橋性単
量体としてのエチレングリコールジメタクリレート（ＥＧＤＭＡ）の使用量を９０ｇ（単
量体混合物全体に対して、６０重量％）とし、有機溶剤として、酢酸エチル（沸点７７℃
）４００ｇ（単量体混合物１００重量部に対して、２００重量部）に代えて、トルエン（
沸点１１０℃）４５０ｇ（単量体混合物１００重量部に対して、３００重量部）を使用し
た以外は実施例１と同様にして樹脂粒子を製造した。また、得られた樹脂粒子を用いて実
施例１と同様にして、パウダーファンデーション、乳化型ファンデーション、及びボディ
パウダーを製造した。
【０１８８】
　実施例６で得られた樹脂粒子は多孔質の樹脂粒子（多孔質樹脂粒子）であり、その樹脂
粒子の体積平均粒子径は６．７μｍで、比表面積は２０６．２ｍ2／ｇで、嵩比重は０．
３１４ｇ／ｍｌであった。
【０１８９】
　実施例６で得られたパウダーファンデーションは化粧もちが良好であり、肌への伸展性
も高く、やわらかな感触を有するものであり、また、ソフトフォーカス性が高く、素肌感
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のある自然な仕上がりを与えるものであった。
【０１９０】
　実施例６で得られた乳化型ファンデーションは、化粧もちが良好で、なめらかな感触を
有しており、ソフトフォーカス性が高く、素肌感のある自然な仕上がりを与えるものであ
った。
【０１９１】
　実施例６で得られたボディパウダーは、肌への伸展性が高く、また、肌をさらさらな状
態に整えることができるものであった。
【０１９２】
　〔比較例１〕
　単官能（メタ）アクリル酸エステルとしてのメタクリル酸メチルの使用量を１８０ｇ（
単量体混合物全体に対して、６０重量％）とし、架橋性単量体としてのエチレングリコー
ルジメタクリレート（ＥＧＤＭＡ）の使用量を１２０ｇ（単量体混合物全体に対して、４
０重量％）とし、有機溶剤としての酢酸エチル（沸点７７℃）の使用量を３００ｇ（単量
体混合物１００重量部に対して、１００重量部）とした以外は実施例１と同様にして樹脂
粒子を製造した。また、得られた樹脂粒子を用いて実施例１と同様にして、パウダーファ
ンデーション、乳化型ファンデーション、及びボディパウダーを製造した。
【０１９３】
　比較例１で得られた樹脂粒子は、多孔質の樹脂粒子（多孔質樹脂粒子）であり、その樹
脂粒子の体積平均粒子径は７．９μｍで、比表面積は８６．３ｍ2/ｇで、嵩比重は０．４
６５ｇ/ｍｌであった。
【０１９４】
　比較例１で得られたパウダーファンデーションはソフトフォーカス性は良好であるが、
化粧もち及び肌への伸展性が低い上に、やわらかさが少なく感触が良好ではなかった。
【０１９５】
　比較例１で得られた乳化型ファンデーションは、ソフトフォーカス性は良好であるが、
化粧もちは低く、なめらかさが少なく感触が良好ではなかった。
【０１９６】
　実施例１で得られたボディパウダーは、肌への伸展性が低く、また、肌をさらさらな状
態に整える効果に劣るものであった。
【０１９７】
　〔比較例２〕
　単官能（メタ）アクリル酸エステルとしてのメタクリル酸メチルの使用量を５７０ｇ（
単量体混合物全体に対して、９５重量％）とし、架橋性単量体としてのエチレングリコー
ルジメタクリレート（ＥＧＤＭＡ）の使用量を３０ｇ（単量体混合物全体に対して、５重
量％）とし、有機溶剤としての酢酸エチル（沸点７７℃）を使用しなかった以外は実施例
１と同様にして樹脂粒子を製造した。また、得られた樹脂粒子を用いて実施例１と同様に
して、パウダーファンデーション、乳化型ファンデーション、及びボディパウダーを製造
した。
【０１９８】
　比較例２で得られた樹脂粒子の体積平均粒子径は８．５μｍで、比表面積は１．１ｍ2/
ｇで、嵩比重は０．６３７ｇ／ｍｌであった。
【０１９９】
　比較例２で得られたパウダーファンデーションは化粧もち、肌への伸展性、ソフトフォ
ーカス性がともに低く、素肌感のある自然な仕上がりを与えるものではなかった。また、
やわらかさが少なく感触が良好ではなかった。
【０２００】
　比較例２で得られた乳化型ファンデーションは、ソフトフォーカス性、化粧もちがとも
に低く、素肌感のある自然な仕上がりを与えるものではなかった。また、なめらかさがな
く感触が良好ではなかった。
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【０２０１】
　比較例２で得られたボディパウダーは、肌への伸展性が低く、また、肌をさらさらな状
態に整えることができるものではなかった。
【０２０２】
　実施例１～６及び比較例１及び２について、樹脂粒子の製造に使用した単量体（メタク
リル酸メチル及びエチレングリコールジメタクリレート（ＥＧＤＭＡ））及び有機溶剤の
使用量、樹脂粒子の比表面積の測定結果、樹脂粒子の細孔容積の測定結果、樹脂粒子の平
均細孔径の測定結果、樹脂粒子の吸油量の測定結果、樹脂粒子の圧縮強度の測定結果、樹
脂粒子の光拡散性の評価結果、メタクリル酸アルキル残量の測定結果、及び、官能試験の
結果を表１に示す。なお、表１において、光拡散性は、－４５°の角度で入射した光の０
°、＋２５°、＋４５°、及び、＋７５°の各反射角における反射光強度で表す。なお、
この表１に示す各反射角（０°、＋２５°、＋４５°、及び、＋７５°）における反射光
強度は、反射角＋４５°での反射光強度を１００とした場合の反射光強度である。
【０２０３】
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【表１】

【０２０４】
　表１に示すように、本発明の実施例１～６の樹脂粒子は、比表面積が１９０～３００ｍ
2／ｇ（具体的には、１９５．５～２９５．１ｍ2／ｇ）であり、良好な光拡散性と、吸油
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性を有していることが認められた。
【０２０５】
　具体的には、実施例１～６の樹脂粒子の吸油量（２２４～５４４ｍｌ／１００ｇ）は、
比表面積が１９０ｍ2／ｇ未満である比較例１及び２の樹脂粒子の吸油量（７７～１５６
ｍｌ／１００ｇ）よりも多いことが認められた。このため、実施例１～６の樹脂粒子は、
比較例１及び２と比べて、皮脂を吸収して、パウダーファンデーション及び乳化型ファン
デーションの化粧もちを向上させる効果に優れていた。また、実施例１～６の樹脂粒子は
、比較例１及び２と比べて、ボディパウダーに配合された場合において、皮脂を吸収して
肌をさらさらな状態に整える効果に優れていた。
【０２０６】
　また、実施例１～６の樹脂粒子に対して－４５°の入射角で入射し、０°の方向へ反射
した光の反射光強度は４５以上（具体的には、４７．５～７２．３°）であり、実施例１
～６は、パウダーファンデーション及び乳化型ファンデーション等の化粧料にソフトフォ
ーカス性を付与できるものであることが認められた。特に、実施例１～３、５及び６の樹
脂粒子は、０°、＋２５°、＋７５°のいずれの反射角においても、４５以上の反射光強
度を示し、パウダーファンデーションにソフトフォーカス性を付与する効果に特に優れて
いた。
【０２０７】
　また、実施例１～６の樹脂粒子の嵩比重（０．２９３～０．３８５ｇ／ｍｌ）は、比較
例１及び２の樹脂粒子の嵩比重（０．４６５～０．６３７ｇ／ｍｌ）よりも小さく、実施
例１～６の樹脂粒子は、比較例１及び２の樹脂粒子と比べて、パウダーファンデーション
及びボディパウダーの伸展性を向上させる効果に優れるものであった。
【０２０８】
　また、実施例１～６の樹脂粒子の圧縮強度（３．７９～５．９８ＭＰａ）は、比較例１
及び２の樹脂粒子の圧縮強度（８．６０～２７．９０ＭＰａ）よりも低く、実施例１～６
の樹脂粒子は、比較例１及び２の樹脂粒子と比べて、パウダーファンデーションにやわら
かさを付与する効果、及び、乳化型ファンデーションになめらかさを付与する効果に優れ
ていた。
【０２０９】
　また、実施例１～６の樹脂粒子中に残存する未反応のメタクリル酸メチルやメタクリル
エチル等のメタクリル酸アルキルの量（メタクリル酸アルキル残量）は、定量下限（３０
ｐｐｍ）未満であった。このように、実施例１～６の樹脂粒子は、当該樹脂粒子中におけ
る未反応のメタクリル酸アルキル（単官能（メタ）アクリル酸エステル）の量が少ないも
のであることから、当該樹脂粒子を基材樹脂に練り込んで得た樹脂組成物を、押出成形や
射出成形などにより成形して成形体を製造する場合において、黄変の発生や、メヤニの発
生等の成形不良を抑制することができる。
【０２１０】
　〔実施例７：光学フィルムの製造例〕
　実施例２で得られた樹脂粒子（多孔質樹脂粒子）５重量部と、バインダー樹脂としての
アクリル系樹脂（商品名：メジウム　ＶＭ（Ｋ）、大日精化工業株式会社製、固形分３２
％）２９重量部と、トルエン４１重量部とを混合し、これを遠心攪拌機により３分間攪拌
して、コーティング剤を得た。この後、得られたコーティング剤を、基材としてのＰＥＴ
フィルム上に５０μｍコーターを用いて塗工した。得られたフィルムを７０℃に保った乾
燥機にて１時間乾燥させることにより光学フィルムを得た。得られた光学フィルムのヘイ
ズ、全光線透過率およびグロス（艶消し性）を測定した。結果を表２に示す。
【０２１１】
　〔実施例８：光学フィルムの製造例〕
　実施例２で得られた樹脂粒子（多孔質樹脂粒子）１重量部と、バインダー樹脂としての
アクリル系樹脂（商品名：メジウム　ＶＭ（Ｋ）、大日精化工業株式会社製、固形分３２
％）２９重量部と、トルエン４１重量部とを混合し、これを遠心攪拌機により３分間攪拌
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することにより得られたコーティング剤を用いた以外は実施例７と同様にして光学フィル
ムを得た。得られた光学フィルムのヘイズ、全光線透過率およびグロスを測定した。この
結果を表３に示す。
【０２１２】
　〔比較例３：光学フィルムの比較製造例〕
　実施例２で得られた樹脂粒子に代えて、比較例１で得られた樹脂粒子を用いた以外は実
施例７と同様にして光学フィルムを得た。得られた光学フィルムのヘイズ、全光線透過率
およびグロス（艶消し性）を測定した。この結果を表２に示す。
【０２１３】
　〔比較例４：光学フィルムの比較製造例〕
　実施例２で得られた樹脂粒子に代えて、比較例２で得られた樹脂粒子を用いた以外は実
施例７と同様にして光学フィルムを得た。得られた光学フィルムのヘイズ、全光線透過率
およびグロス（艶消し性）を測定した。この結果を表２に示す。
【０２１４】
　〔比較例５：光学フィルムの比較製造例〕
　実施例２で得られた樹脂粒子に代えて、比較例１で得られた樹脂粒子を用いた以外は実
施例８と同様にして光学フィルムを得た。得られた光学フィルムのヘイズ、全光線透過率
およびグロス（艶消し性）を測定した。この結果を表３に示す。
【０２１５】
　〔比較例６：光学フィルムの比較製造例〕
　実施例２で得られた樹脂粒子に代えて、比較例２で得られた樹脂粒子を用いた以外は実
施例８と同様にして光学フィルムを得た。得られた光学フィルムのヘイズ、全光線透過率
およびグロス（艶消し性）を測定した。結果を表３に示す。
【０２１６】
　〔全光線透過率及びヘイズの測定方法〕
　実施例７～８、及び比較例３～６で得られた光学フィルムのヘイズおよび全光線透過率
を、日本電色工業株式会社製のヘイズメーター「ＮＤＨ－４０００」を使用して測定した
。全光線透過率の測定はＪＩＳ　Ｋ　７３６１－１に、ヘイズの測定はＪＩＳ　Ｋ　７１
３６にそれぞれ従って実施した。なお、表２及び３に示すヘイズおよび全光線透過率は、
２個の測定サンプルの測定値の平均値である（測定サンプル数ｎ＝２）。ヘイズの値は、
光学フィルムを透過した光（透過光）の拡散性が高い程、高くなる。
【０２１７】
　〔グロスの測定方法〕
　実施例７～８、及び比較例３～６で得られた光学フィルムのグロスを株式会社堀場製作
所製のグロスチェッカ（光沢計）「ＩＧ－３３１」を使用して、測定した。具体的には、
ＪＩＳ　Ｚ８７４１に記載の方法に準拠して、上記グロスチェッカ（光沢計）「ＩＧ－３
３１」により、光学フィルムの６０°でのグロスを測定した。グロスの値は、光学フィル
ムの表面（具体的には、コーティング剤が塗工されて形成された塗膜表面）で反射した光
の拡散性が高い程、低くなり、艶消し性がよいことを意味する。
【０２１８】
【表２】

【０２１９】
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【表３】

【０２２０】
　実施例７の光学フィルムの製造に用いたコーティング剤に含まれる樹脂粒子の含有率は
、比較例３及び４の光学フィルムの製造に用いたコーティング剤に含まれる樹脂粒子の含
有率と同じである。表２に示すように、樹脂粒子として実施例２で得られた樹脂粒子を用
いて製造された実施例７の光学フィルムは、樹脂粒子として、比較例１又は２の樹脂粒子
を用いて製造された比較例３及び４の光学フィルムと比べて、ヘイズが高く、グロスが低
いものであった。
【０２２１】
　また、実施例８の光学フィルムの製造に用いたコーティング剤に含まれる樹脂粒子の含
有率は、比較例５及び６の光学フィルムの製造に用いたコーティング剤に含まれる樹脂粒
子の含有率と同じである。表３に示すように、樹脂粒子として、実施例２で得られた樹脂
粒子を用いて製造された実施例８の光学フィルムは、樹脂粒子として、比較例１又は２の
樹脂粒子を用いて製造された比較例５及び６の光学フィルムと比べて、ヘイズが高く、グ
ロスが低いものであった。つまり、実施例８の光学フィルムは、比較例５及び６の光学フ
ィルムと比べて、光拡散性に優れ、艶消し性に優れるものであることが認められた。
【０２２２】
　以上のことから、実施例２で得られた樹脂粒子は、比較例１及び比較例２の樹脂粒子と
比べて、光学フィルムに優れた光拡散性と艶消し性を付与することができるものであると
言える。
【０２２３】
　本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形で実施
することができる。そのため、上述の実施例はあらゆる点で単なる例示にすぎず、限定的
に解釈してはならない。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示すものであって、明細
書本文には、なんら拘束されない。さらに、特許請求の範囲の均等範囲に属する変形や変
更は、全て本発明の範囲内のものである。
【０２２４】
　また、この出願は、２０１２年９月２６日に日本で出願された特願２０１２－２１２４
１９に基づく優先権を請求する。これに言及することにより、その全ての内容は本出願に
組み込まれるものである。
【符号の説明】
【０２２５】
１　試験片
２　樹脂粒子
３　両面テープ
４　隠蔽紙
５　入射光（－４５°）
６　反射光
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